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はじめに 

 倉敷市教育委員会では，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条の規定に基

づき，教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い，そ

の結果に関する報告書を作成し，これを議会に提出するとともに，公表することとしておりま

す。 

 点検及び評価は，「倉敷市教育振興基本計画（計画期間：平成２４～令和２年度）」と，その

計画を推進するために毎年度策定する「倉敷市教育行政重点施策」の事業（令和２年度の事業）

を対象に行います。 

教育委員会で実施した点検及び評価について，学識経験者の意見を付し，報告書として議会

に提出・公表を行い，市民への説明責任を果たすとともに，信頼される教育行政を推進してま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は，毎年，その権限に属する事務（前条第１項の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により

事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況につい

て点検及び評価を行い，その結果に関する報告書を作成し，これを議会に提出する

とともに，公表しなければならない。 

２ 教育委員会は，前項の点検及び評価を行うに当たっては，教育に関し学識経験を

有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 
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１ 令和２年度教育委員会の活動状況 

 

⑴  教育委員（令和２年４月１日現在） 

役 職 名 氏  名 就任年月日 現  任  期 

教育長職務代理者 仁科 正己 平成 26年 4月 1日 平成 30年 4月 1日～令和 4年 3月 31日 

委員 大原 あかね 平成 29年 4月 1日 平成 29年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

委員 難波 弘志 平成 31年 4月 1日 平成 31年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 

委員 沼本 浩彰 令和 2年 4月 1日 令和 2年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

教育長 井上 正義 平成 25年 4月 1日 令和 2年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 

 

⑵  教育委員会議の開催状況 

月日 議案 協議案 報告 その他 月日 議案 協議案 報告 その他 

4/23 ３ １ ３ ０ 10/22 ２ ０ ４ ０ 

5/14 ５ ０ ４ ０ 11/19 ２ １ ５ ０ 

6/4 ５ ０ ２ ０ 12/24 １ ０ ４ ０ 

7/16 ４ ０ ５ ０ 1/21 ４ ０ ４ ０ 

8/7 １ １ ０ ０ 2/12 ８ ０ ２ ０ 

8/27 ２ ０ ６ ０ 3/11 ５ ０ ４ ０ 

9/24 １ ０ ６ ０ 3/25 ７ ０ ２ ０ 

 計 １４回 ５０件 ３件 ５１件 ０件 
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⑶  教育委員会議決案件 

4月23日 令和２年度教育行政重点施策の策定 1月21日 倉敷情報学習センター条例施行規則の改正

倉敷市奨学生選考委員会委員の委嘱
倉敷市教育委員会の特殊な勤務に従事する職員の勤
務時間等に関する規程の改正

倉敷市特別支援教育支援委員会委員の委嘱 倉敷市立幼稚園園則の改正

5月14日
代理の承認を求めること（令和２年度５月補正予算
案（教育委員会関係分））

倉敷市指定重要文化財の諮問

倉敷市奨学生選考委員会委員の委嘱 2月12日 令和２年度２月補正予算案（教育委員会関係分）

倉敷市立小，中学校学区審議会委員の委嘱 令和３年度当初予算案（教育委員会関係分）

倉敷市伝統的建造物群等保存審議会委員の委嘱 倉敷市公民館条例の改正

倉敷市図書館協議会委員の委嘱 倉敷市公民館条例施行規則の改正

6月4日 令和２年度６月補正予算案（教育委員会関係分） 物品の購入

倉敷市立小，中学校学区審議会委員の委嘱 令和２年度倉敷市教育委員会教育功労者表彰

倉敷教育センター運営委員会委員の委嘱 財産取得

代理の承認を求めること（倉敷市社会教育委員の委
嘱）

倉敷市指定重要文化財の指定

倉敷市公民館等運営審議会委員の委嘱 3月11日
代理の承認を求めること（令和２年度２月追加補正
予算案（教育委員会関係分））

7月16日 令和３年度使用教科用図書の採択
代理の承認を求めること（令和３年度当初追加補正
予算案（教育委員会関係分））

倉敷市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱
令和２年度末倉敷市立学校教職員（管理職）人事異
動の内申

倉敷市立自然史博物館協議会委員の委嘱 各種審議会委員の委嘱

倉敷科学センター協議会委員の委嘱
代理の承認を求めること（倉敷科学センター協議会
委員の委嘱）

8月7日 令和３年度使用教科用図書の採択 3月25日 代理の承認を求めること（市費職員の人事異動）

8月27日 令和２年度９月補正予算案（教育委員会関係分）
代理の承認を求めること（令和２年度末倉敷市立高
等学校教職員（管理職）人事異動の内申）

倉敷市立小，中学校学区審議会委員の委嘱 倉敷市教育委員会行政組織規則の改正

9月24日
代理の承認を求めること（倉敷市教育振興基本計画
策定委員会委員の委嘱）

倉敷市教育委員会職務権限規程の改正

10月22日 代理の承認を求めること（物品の購入） 倉敷市教育委員会公印規則の改正

令和２年度末校長・教員等人事異動方針 倉敷市立幼稚園園則の改正

11月19日 令和２年度１１月補正予算案（教育委員会関係分） 倉敷市教育振興基本計画の策定

倉敷市立幼稚園条例の改正

12月24日
令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況
の点検及び評価  
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⑷  教育委員会議以外の活動状況 

 ○学校訪問等 

月 内          容 

４月 あいさつ運動（玉島西中学校，琴浦西小学校，第五福田小学校，倉敷

東小学校） 

７月 視察（倉敷西小学校，南中学校） 

９月 学校計画訪問（玉島幼稚園） 

１０月 学校計画訪問（庄中学校，第四福田小学校） 

１１月 学校計画訪問（玉島西中学校，琴浦中学校，精思高等学校） 

１２月 学校計画訪問（箭田幼稚園） 

 ○総会・研修会 

月 内          容 

１０月 中国地区市町村教育委員会連合会理事会・定期総会（書面開催） 

１１月 岡山県市町村教育委員会委員研修会（オンライン） 

２月 岡山県教育委員会との懇談会 

○その他 

月 内          容 

９月 倉敷市文化章選考委員会 

１１月 倉敷市文化章贈呈式 

総合教育会議 

３月 

 

総合教育会議 

教育功労者表彰式 

 



 4 

２ 教育委員会における事務の点検・評価 
 

⑴  倉敷市の施策体系について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

⑵  点検評価の実施方法について 

① 評価指標の分析 

倉敷市教育振興基本計画の評価指標や点検評価のために新たに設定した評価指標につ

いて，令和２年度の状況が当初の基準値や前年度の値と比べてどうなったか分析を行う。 

② 実施事業について検証 

令和２年度に行った主要事業について，当該事業の目的・主な実績・今後の方向性につ

いて検証する。 

区分欄：重－重点事業，公－市長公約関連事業，創－倉敷みらい創生戦略関連事業 

都－都市・生活基盤等整備事業 

③ 課題と今後の取組み事項の検討 

重点施策及び１３の基本施策ごとに，現状の課題を挙げ，その課題に対する今後の取組

み方針を明らかにする。 

 

倉敷市教育振興基本計画（平成２４～令和２年度） 

・１３の基本施策 

・基本施策ごとに評価指標を設定 

・基本施策を推進するための個別施策 

 

 

 
倉敷市教育行政重点施策（毎年度策定） 

・教育大綱の目指す市民の姿を実現するための重点 

施策を設定 

 ・個別施策を推進する事業 

 

 

 

 

点検評価の対象 

倉敷市教育大綱 
・教育の目標や施策の根本的な方針 

 

 

 

倉敷市第六次総合計画（平成２３～令和２年度） 

 
教育委員会関係分野 その他の分野 
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倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

日々の生活の中で，身の回りの人権が大切にされ
ていると思う人の割合

市民アンケート調査で「日々の生活の中で，身の回りの人権が大切にさ
れていると思いますか。」という設問に対して，『そう思う』『どちらかという

とそう思う』と回答した人の割合。
（R2総回答者数＝859）

46.9 46.8 46.6 
52.6 50.6 49.6 48.8 49.6 51.5 52.6 51.4 

60.0 

70.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H21 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

%

実績値

目標値

④ 学識経験者による意見 

重点施策及び１３の基本施策ごとに，専門的かつ広い観点からの知見を期して，次の 

３名の学識経験者の方からご意見をいただいた。 

氏 名 団体・役職名 

尾崎  聡 岡山学院大学・岡山短期大学教授（倉敷市文化財保護審議会会長） 

門野 八洲雄 一般財団法人岡山県教育会理事長（元岡山県教育委員会教育長） 

中原  朋生 環太平洋大学教授 

 

⑶  評価指標について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

    

 

 

点検評価で分析を行う評価指標は下記４種類。 

倉敷市教育振興基本計画 

評価指標（総合計画 指標） 

・倉敷市教育振興基本計画，倉敷市第六次総合計画の両方に掲載した指標。 

倉敷市教育振興基本計画 評価指標 

・倉敷市教育振興基本計画にのみ掲載した指標。教育委員会が独自に設定したもの。 

評価指標（総合計画 指標） 

・倉敷市第六次総合計画にのみ掲載した指標。倉敷市教育振興計画の指標ではないが，点検・

評価を行う上で関連のある指標として総合計画から取り込んだもの。 

評価指標 

・振興計画，総合計画いずれの指標でもないが，点検・評価を行う上で関連のある指標として，

教育委員会が独自に設定したもの。 
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⑷  施策体系表 

倉敷市教育大綱（目指す市民の姿） 

「子どもの教育」の視点 思いやりの心を持ち，自分らしくたくましく生き抜くひと 

「生涯学習」の視点 夢と生きがいを持ち，学び続けるひと 

「地方創生」の視点 ふるさと倉敷を誇りに思い，倉敷の未来を担っていくひと 

 

めざすまちの姿 

（第六次総合計画） 
基本目標 

基本施策 

（第六次総合計画） 
個別施策 

だれもがその人らしさ
（個性）を尊重され，幸
せに暮らしていくことが
できている 

Ⅰ人間尊重の精神

を基盤とする人

権教育を総合的

に推進する 

①その人らしさが

尊重され，人権

が守られる社会

をつくる 

①－１ 学校園における人権教育の推進 

①－２ 地域社会における人権教育の推進 

①－３ 啓発活動の充実と学習機会の提供 

 
 
 
 
人の痛みを，実感として
子どもたちがわかってい
る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
教員の資質が保たれるな
ど，学校教育が充実して
いる 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    
障がいの有無にかかわら
ず，等しく教育・保育を
受けることができる 

 
   
豊かな自然の恵みにより

食べ物がおいしく，健全

な食生活が実現されてい

る 

Ⅱ豊かな個性と創

造力を伸ばす学

校教育を推進す

る 

②子どもが心豊か

に成長できる学

びの場をつくる 

②－１ 人権教育，道徳教育の推進 

②－２ ボランティア教育，特別活動の充実 

②－３ 校種間連携の推進と学校問題の解決 

②－４ いじめ・不登校対策の充実 

②－５ 相談・指導体制の整備 

③学校教育の充実

を図る 

③－１ 教育要領・学習指導要領のねらいの 

具体化と確かな学力の向上 

③－２ 進路指導，キャリア教育の充実 

③－３ 時代の進展に対応する教育の推進 

③－４ 人権教育，道徳教育の推進（再掲） 

③－５ 幼稚園教育の推進 

③－６ 校種間連携の推進と学校問題の解決 

（再掲） 

③－７ 開かれた，信頼される学校園づくり 

③－８ 教職員の資質・指導力の向上 

③－９ 子どもの健康管理・安全管理体制の 

充実 

③－10 防災教育の推進 

③－11 安全・安心な教育施設の提供と 

教育環境の充実 

④障がいのある子

どもが，適切な

教育や保育が受

けられる体制を

整える 

④－１ 支援体制の確立と個に応じた支援の 

充実 

④－２ 適切な教育支援・就学相談の充実 

④－３ 関係機関や団体などとの連携 

⑤市民の健全な食

生活を推進する 
⑤－１ 食に関する指導・啓発 
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めざすまちの姿 

（第六次総合計画） 
基本目標 

基本施策 

（第六次総合計画） 
個別施策 

 
安心とゆとりをもって子
育てを楽しんでいる 
 
 
地域がつながり，助け合
い，互いの信頼関係の中
で，子どもたちを守って
いる 
 
学校，コミュニティ，家
庭が連携して，子どもが
学び，成長できる環境と
なっている 
 
 
 
子どもたちが自然にふれ
ながら，健やかに育って
いる 

Ⅲ学校，家庭，地

域と連携しなが

ら子育てを支援

する 

⑥安心とゆとりを
もって，楽しく
子育てできる環
境を整える 

⑥－１ 子育てに関する情報提供や相談体制 

の充実 

⑦地域社会全体で
子どもを守り育
てる 

⑦－１ 次世代をはぐくむ地域の教育力の 

向上 

⑧学校，コミュニ
ティ，家庭が連
携し，子どもの
健全育成を推進
する 

⑧－１ 効果的な学校支援活動による地域と

学校の一体感の醸成 

⑧－２ 青少年の健全育成施策の推進 

⑨子どもたちが緑
や生き物などの
自然にふれなが
ら，学べる機会
を提供する 

⑨－１ 自然体験活動の機会の充実 

⑨－２ 自然とふれあう施設の充実 

だれもが興味があること
を，気軽に学べている 

Ⅳ生涯を通じて学

ぶことの出来る

生涯学習社会の

実現を図る 

⑩一人一人が生涯
を通して行う学
習を支援すると
ともに，生涯学
習による地域の
活性化を推進す
る 

⑩－１ 学習意欲向上に向けての意識啓発と 

情報提供 

⑩－２ それぞれの学習意欲に対応できる 

多様な学習機会の提供 

⑩－３ それぞれの学習の拠点となる生涯 

学習施設の機能充実 

⑩－４ 喜びや充実感を感じる生涯学習の 

仕組みの構築 

⑩－５ それぞれの学習成果を地域で 

活かせる環境の整備 

⑩－６ 地域でともに生きるための学習の 

推進 

⑩－７ 次世代をはぐくむ地域の教育力の 

向上（再掲） 

（再掲） 
⑩－８ 多様な主体と連携した生涯学習の 

推進 

 
 
 
 
 
生活の中に個性的で魅力
的な文化が息づいている 
 
 
 
    
世代を超えて受け継がれ
てきたくらしき文化が大
切に継承され，輝いてい
る 
 
 
美観地区などの歴史的な
景観が保全されるととも
に，まち全体としても魅
力的な景観を有している 

Ⅴくらしき文化の

保存と活用を図

る 

⑪くらしき文化，
芸術活動を振興
する 

⑪－１ 内外の優れた美術品にふれる機会の 

提供 

⑪－２ 市民が楽しみながら芸術活動を 

行える機会や場所の提供 

⑪－３ 美術館に関する情報の発信 

⑪－４ 施設の整備と機能の充実 

⑫くらしき文化の
保存・継承と活
用を図る 

⑫－１ 文化財の適切な保存と活用，継承 

⑫－２ 文化財に親しむ機会の充実 

⑬魅力的で，風格
ある景観の形成
を推進する 

⑬－１ 伝統的建造物群保存地区の景観保全 

⑬－２ 地区の特性を活かした歴史的景観の 

維持向上 

 



　

スクールカウンセラー等配置事業（災害対応分）

⑸ 重点施策の点検・評価

被災児童生徒通学支援事業

西日本豪雨災害により被災した全ての学校園において，令和２年２月末までに復旧と
引っ越しが完了し，元の校園舎で授業を再開することができました。しかし，未だに真備
地区以外で生活をしている子どもたちがおり，その子どもたちが安心して学校園に通い，
集中して学習に取り組むことができるよう，引き続き，通学支援や心のケアに取り組みま
す。
また，真備図書館の早期復旧を進め，生涯学習施設を含めた教育環境の整備に努めます。

真備図書館災害復旧事業

スクールバスによる登校

重点施策を推進する事業

真備図書館
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所
属

学
事
課

指
導
課

中
央
図
書
館

 重点施策のテーマを推進する重点事業の評価 

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重
被災児童生徒通
学支援事業

●被災した真備地区の小学校，中学校，高等学校への通学を支援する。
★被災にともない，学区外からの通学となっている児童・生徒に対して，スクール
バス等を運行するとともに，ＪＲ等の交通費を支給した。
■令和3年3月31日をもって事業を終了した。

90,145

重
スクールカウンセ
ラー等配置事業
（災害対応分）

●被災した真備地区の小学校，中学校，高等学校にスクールカウンセラーを複
数配置し，児童・生徒，保護者へのカウンセリングや教職員を対象にコンサル
テーション研修等を実施する中で心のケアを図る。
★令和2年度は，真備地区の6小学校，2中学校，1高等学校に9名の災害支援
カウンセラーを配置し，104回294時間活動し災害後の心のケアに努めた。
■心のケアを丁寧に行うためには，必要な支援が速やかに届く体制が必要なこと
から，災害支援カウンセラーを積極的に活用した支援を維持する。

1,474

重
真備図書館災害
復旧事業

●豪雨災害により2階床上まで浸水した真備図書館の設備や内装の大規模修
繕を行い，令和3年1月に再開する。
★関係部署等と協議をしながら復旧工事を進め，令和3年1月30日に再開館し
た。
■令和2年度で完了した。

357,502

重点施策の「評価」「課題と今後の方針」「学識経験者の意見」

評　　価

●被災にともない，学区外からの通学となっている児童・生徒に対して，スクールバス等を運行するなど
の通学支援を行うことができた。
●災害直後より，スクールカウンセラーだけでなく災害支援カウンセラーも派遣することで，心のケアのた
めに，研修会やカウンセリング等，速やかに行うことができた。
●平成３０年７月豪雨災害で大きな浸水被害を受けた真備図書館は，令和３年１月３０日に再開館する
ことができた。

課題と今後の方針

●災害による心の傷つきについての相談は減少傾向にあるが，コロナ禍の影響にも注視しながら今後も家
庭の経済状況の変化等により，子どもの気持ちが不安定となる可能性があるため，教育相談活動を充実
させ一人一人に寄り添った支援が必要と考えている。
●学区外からの通学は，児童・生徒にとって時間がかかる等負担が大きい。バス等の運行をはじめて２年
以上が経過し，令和２年度中に利用者がほぼいなくなることから，被災地児童生徒通学支援事業は令和
３年３月３１日をもって終了した。

9



●想定を超える集中豪雨，それに伴う河川の越水や堤防の決壊などにより，市内各地が被災した。中で
も，真備では多くの人命を失ったり，市街地の大部分が水没したりするなど，これまでに経験したことのな
い大きな浸水被害を受けた。市教委としては，住民の生活の復旧復興を願って，大きな浸水被害を受け
た学校施設や図書館や公民館などの公共施設を一日も早く復旧させようと，全力を挙げて取り組んで来
られた。令和２年度には，残っていた真備図書館の復旧に取り組み，年度内に工事は完了して，再開館
することができた。これで，被災したすべての公共施設は復旧することになる。これまでのたいへんな取組
に，敬意を表したい。
●被災地から学区外に避難した子どもたちが，元の学校園に通えるようにスクールバスなどを運行させた
り，利用する公共交通機関の交通費を支給するなど，被災者の立場に立った対応ができていることは大
いに評価する。この事業も，令和２年度末で終了となるとのことである。大部分の子どもたちは，これまでに
避難生活を解消されていると思うが，一部には，様々な理由で避難生活を継続せざるをえない子どもたち
もいると思われる。全体の支援事業は終了となるが，困っている子どもたちへの個別の温かい何らかの配
慮を期待するものである。
●被災した子どもたち，保護者，教職員などの精神的なケアに力を入れ，スクールカウンセラーを配置し
たり，コンサルテーション研修などに力を入れた取組をしたりするなど，重要な取組を進めてこられている。
被災者の心のケアは，あることをきっかけに突然ケアが必要な状態になることもある。災害対応ということ
では，事業実施期間に限度があると思われるが，これからは，被災地の学校園では通常の相談体制の中
でこうした必要なケアが実施できるよう，体制の充実が求められる。
●被災ということを考えるとき，災害に遭わないよう施設・設備を整えたり，被災者の支援をしたりすること
は重要なことである。そのベースには，子どもたち一人一人が，災害から身を守る能力や態度をしっかり高
めることが重要である。平素の学校教育の中で，こうした能力や態度を高めていけるよう，防災教育の一
層の充実を図っていきたいものである。

学識経験者の意見
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生徒指導支援員配置事業

中学年における「確かな学力」向上支援事業

重点施策を推進する事業

学校問題支援プロジェクト事業

スクールカウンセラー等配置事業

学力向上支援事業 基礎・基本定着モデル事業

学校園生活支援員配置事業

教師業務アシスタント配置事業

不登校児童・生徒支援員等配置事業

学校園等施設整備事業

中学校部活動指導体制推進事業

【新】ＧＩＧＡスクール構想に対応したパソコン等整備事業

１人１台端末を活用した学習

複雑化・多様化する現代社会においては，自分らしさが尊重され，他者への思いやり

の心を持ち，たくましく生き抜く力を身につける必要があります。また，近年，グロー

バル化がますます進んでいく中で，子どもたちが世界について知り，国際感覚を養うこ

とも必要です。
このため，すべての子どもが自分らしい強みと自信をもてるよう，豊かな個性と創造
力を伸ばす教育を推進し，「よい子いっぱいのまち倉敷」の実現に向けて，自ら学び，
考え，行動することができるたくましさをもった子どもを育成します。

【拡大】公立幼稚園３歳児保育・預かり保育実施事業

【新】学校防災推進事業

【新】交流保育事業

防災教育モデル授業
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所
属

指
導
課

指
導
課

指
導
課

指
導
課

指
導
課

指
導
課

指
導
課
・
学
事
課

●専科教員による専門性の高い算数授業を行うことで，基礎学力の定着を図
る。
★市内小学校32校に市費の算数専科非常勤講師40人配置し，専科教員によ
る専門性の高い算数授業を行い，基礎学力の定着を図った。
■小学校中学年時期に基礎学力の定着を図ることは，非常に効果のあることで
あり，引き続き継続して実施する。

59,112

重

不登校児童・生徒
支援員等配置事
業

再掲：施策②－４，②
－５

●不登校児童・生徒やいじめ問題等の対策として，未然防止と早期解決に向け
た取組を推進する。
★小学校には，教育相談や学習支援を行う支援員を，中学校には教師カウンセ
ラーを配置し，教職員，スクールカウンセラー等との連絡・調整を図り，不登校等
の対策として，未然防止や早期解決に向けた取組を推進した。
■不登校やいじめ等の問題行動の早期解決に向けた取組を推進していくために
は，支援員や教師カウンセラーの役割は大きく，引き続き連絡・調整を図りなが
ら，継続して実施する。

68,671

重

生徒指導支援員
配置事業

再掲：施策②－３，②
－４

●学級崩壊や学校の荒れ，暴力行為，いじめ等の問題行動の未然防止や状況
の改善を図る。
★生徒指導支援員を25校に配置した。
■学校問題の解決には，継続的な支援の必要性が高いため，事業を継続して
実施する。

4,959

重

スクールカウンセ
ラー等配置事業

再掲：施策②－４

●いじめ，不登校をはじめとする児童・生徒の学校不適応問題に対応する。
★国のスクールカウンセラーが配置されていない小学校及び高等学校等に，単
市予算でスクールカウンセラーを派遣。スクールカウンセラーを39小学校，5高
等学校，1特別支援学校，5ふれあい教室（適応指導教室）に配置した。また，
教師カウンセラー，不登校児童生徒支援員等に専門的な見地から指導助言す
るスーパーバイザーを1人委嘱し，不登校対策や教育相談の質的な充実を図っ
た。
■スクールカウンセラーの研修の充実や効果的な援助をするため，継続して実
施する。

※スクールカウンセラー：学校で児童・生徒や保護者のカウンセリングを行う心の
専門家
※教師カウンセラー：不登校対策や教育相談で，そのリーダーシップを発揮する
中学校に各1名配置されている教員
※不登校児童生徒支援員：校内で別室指導や家庭訪問により，不登校傾向の
子どもやその保護者にかかわる支援員
※スーパーバイザー：心理的援助について，学校に指導・助言を行う専門家
※決算額：災害対応分を含む。

16,870

重

学校問題支援プロ
ジェクト事業

再掲：施策②－３，②
－４

●チーム会議の開催や支援スタッフの配置により，学校だけでは解決が難しい
諸問題に適切に対応し，学校を効果的かつ機能的に援助する。
★学校問題解決に向けたチーム会議や推進会議を実施。支援スタッフを24校
に29人配置した。
■学校に対して事業の趣旨の周知に努めるとともに，学校現場のより多くのニー
ズに応えられるよう，今後も継続して実施する。

11,458

重

基礎・基本定着モ
デル事業

再掲：施策③－１

●朝学習の時間に，音読・計算・漢字等の学習を通して基礎・基本の定着を図
る。
★小学校に総合アドバイザー，音読アドバイザーを派遣。（小学校5校）
■基礎・基本の定着と学習意欲の向上のために，今後も継続して実施する。

290

重
公

中学年における
「確かな学力」向
上支援事業

再掲：施策③－１

 重点施策のテーマを推進する重点事業の評価 

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重
公

学力向上支援事
業

再掲：施策③－１

●学習支援ソフトの活用，春休みの課題の作成，学習支援員の配置などにより，
児童・生徒の基礎学力や学習意欲の向上を図る。
★学力向上支援員を小学校34校に44人，中学校8校に11人配置した。
■児童・生徒の基礎学力や学習意欲の向上を図るために，引き続き継続して実
施する。

22,955
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学
事
課

学
事
課

学
事
課

教
育
施
設
課

保
健
体
育
課

保
健
体
育
課

学
事
課

情
報
学
習
セ
ン
タ
ー

重 93,458

●多数の集団でないと経験できない活動を行い，自律性や社会性を身に付け
る。
★年2回，園児数の少ない小規模12園程度実施する予定にしていたが，新型コ
ロナウイルス感染症により，2園のみの実施となった。
■小規模の幼稚園児において，集団での交流活動により得られる自律性や社
会性は，重要であり，活動を工夫し，継続して実施していく。

【新】学校防災推
進事業

再掲：施策③－１０

●幼児・児童・生徒の防災意識を高めるとともに，災害時に命を守るための迅速
かつ適切な行動が取れるようになることを目的に防災教育を実施する。
★教育委員会が作成したカリキュラムをもとに，全市立小学校63校の3年生と5
年生で防災教育の授業を実施し，授業で使用する教材として倉敷市洪水・土砂
災害ハザードマップ10,010部，逃げキッド4,908部を配布した。
■令和3年度以降も市内全ての小学校の3年生，5年生において，カリキュラム
に基づいた防災教育を継続的に実施する。また，令和3年度に西中学校でモデ
ル授業を行い，中学校における防災教育のカリキュラムについて検討・作成す
る。

1,767

重
公

【新】ＧＩＧＡスクー
ル構想に対応した
パソコン等整備事
業

再掲：施策③－１

1,192,637

【新】交流保育事
業

再掲：施策③－５

143

●児童・生徒の情報活用能力の育成し，「ＧＩＧＡスクール構想の実現」を図る。
★市内の学校へ高速大容量のネットワーク整備と児童・生徒1人1台パソコンの
整備を行った。
■学校内で児童・生徒1人1台パソコンを積極的に活用できるよう，教員向けの
研修会開催や運用支援体制を充実させ，継続して実施する。

重

重

重

学校園等施設整
備事業

再掲：施策③－１１

●学校園等施設を整備することにより，安全で安心な学習環境を提供すること
を目的に実施する。
★西阿知幼稚園と西阿知小学校の複合施設の建設・西中学校の木造校舎保
全改修などを実施した。
■継続して実施する。

2,211,674

●中学校における教員の勤務負担軽減と部活動の質的な向上を図るため，地
域人材等を部活動指導員として学校に派遣し，学校現場の教育体制の充実を
図る。
★41人 24校の部活動指導員を配置した。
■部活動指導員の配置を継続して実施する。

10,479重

中学校部活動指
導体制推進事業

再掲：②－２

重
創

【拡大】公立幼稚
園３歳児保育・預
かり保育実施事業

再掲：施策③－５

●園児の心身の健全な発達を図るとともに，保護者の子育てを支援することを
目的とし，保護者が就労している場合などに保育時間を延長する預かり保育を
実施した。また3歳児保育の実施も継続している。
★預かり保育は実施園を23園とし，3歳児保育は33園で実施した。
■継続して実施する。

230,548

教師業務アシスタ
ント配置事業

再掲：施策②－３

●教員の働き方改革を推進するとともに，学校現場の教育体制の充実を図る。
★小・中学校において，教師業務アシスタント（令和2年度より県から市への補助
事業へ）70人，学校サポーターを19人配置し，教員の働き方改革を推進すると
ともに，学校現場の教育体制の充実を図った。
■教員の働き方改革を一層推進するとともに，学校現場の教育体制の充実を
図るために，継続して実施する。

重
公

学校園生活支援
員配置事業

再掲：施策④－１

●障がいのある幼児・児童・生徒が落ち着いた学校園生活を送ることができるよ
うに生活支援員が担任等と一体となり温かい支援を行い，教育活動の一層の充
実を図る。
★豊富な社会経験や職業経験をもつ社会人を生活支援員として，幼稚園32
人，小学校128人，中学校28人，高等学校6人，特別支援学校10人を配置し
た。
■障がいのある幼児・児童・生徒は年々増加していることから，今後も，幼児・児
童・生徒や学級の実態に応じ，学校園生活支援員の配置やボランティアの活用
による事業を実施する。

201,490
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評　　価

重点施策１の「評価」「課題と今後の方針」「学識経験者の意見」

課題と今後の方針

●学力・学習状況調査の結果等から，基礎学力の定着や学習指導の改善等が見られた。今後は，基
礎的な学力の定着を図るとともに，学習指導要領で提唱されている「主体的・対話的で深い学び」の視
点から授業を見直し確かな学力の定着を図る。そこで，小学３年生から中学３年生までで実施している
各調査結果を活用し，児童・生徒の課題に応じた学習指導が行えるよう，情報提供や学習指導の支援
を行う。
●放課後学習支援員等，学習支援員の効果的な導入及び，「春休みの課題」の作成配布による長期
休業中の家庭学習の支援等，児童・生徒の学びの場の充実に向けた取組を推進していく。
●教務のＩＴ化や教育課程の見直し，また，外部との電話対応の時間制限等により教職員の多忙化解消
に向けた取組を進める。
●学校施設は，児童・生徒急増期の昭和４０年代後半から昭和５０年代に建てられたものが多く，これら
の施設が一斉に更新時期を迎えており，老朽化した施設の対策を強力に進めていく必要があることから，
学校施設長寿命化計画に基づき，計画的に老朽改修を行うとともに，トイレの洋式化などにも計画的に
取り組み，安全で安心な学習環境を提供する。
●夏季の異常な気温上昇や熱中症対策として，特別教室へのエアコンの設置要望が高いことから，優
先順位をつけてエアコンの設置を検討する。
●教育課程上，防災教育に使う時間が限られるため，児童も教職員も学習後に高まった防災意識をど
のようにして継続していくかが課題である。防災教育の授業だけでなく，普段から各教科・領域等，全教
育活動を通じて防災意識を高める取組を行っていく。
●「交流保育事業」では，該当園において，年に数回の交流保育が行えるよう，活動内容や実践園の例
を示す等，交流保育の取組を進める。
●「ＧＩＧＡスクール構想」で整備した高速大容量のネットワーク環境と児童・生徒１人１台端末について，
全教員が効果的に利用できることが求められているため，学校内で児童・生徒１人１台パソコンの活用が
進むよう，教員向けの研修会開催や運用支援体制を継続して実施する。

●基礎学力の定着や学習意欲の向上を目指して，１５分の短時間で漢字・計算・音読を行う「基礎・基
本定着モデル事業」，学習支援ソフトの活用や春休みの課題の実施，学力向上支援員の配置による「学
力向上支援事業」，専科教員による，中学年における「確かな学力」向上支援事業等の取組により，基
礎学力の定着が図られている。
●「中学校部活動指導体制推進事業」においては，希望する学校に昨年度より増員して中学校部活動
指導員を配置したことで，教員の多忙化をより緩和し，部活動の資質の向上にもつなげることができた。
●「学校園等施設整備事業」においては，児童増に対応するため，小学校と幼稚園を合築するなどによ
り学校敷地を有効に活用できるよう施設整備を実施した。また，西中学校の木造校舎の保全改修工事
を実施することにより安全で安心な学習環境を提供した。
●全市立小学校で防災教育の授業を行ったことで，児童・教職員ともに災害を自分事として捉え，避難
行動への意識や日頃からの防災意識の向上につなげることができた。
●「交流保育事業」では，実施園は限られたものの，園内外の多数の同年代の幼児とふれ合う中で，自
他の違いに気付き，他者への思いやりを深める等，友達や周りを意識した集団での遊びの楽しさを感じる
ことができ，普段味わえない幼稚園生活で必要な体験を積むことができた。
●「ＧＩＧＡスクール構想に対応したパソコン等整備事業」においては，子どもたち一人一人に個別最適化
され，創造性を育む教育ＩＣＴ環境を実現するために，学校に高速大容量の校内ネットワークと児童・生
徒１人１台端末の整備を行い，ＩＣＴ機器環境の充実を行うことができた。
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学識経験者の意見

●社会の少子高齢化やグローバル化などが一層進むとともに，絶え間ない技術革新などにより，これから
の社会の有り様や人々の生き方が，予測できないほど大きく変わろうとしている。次代の地域や社会を支
え，担っていくのは，まさしく子どもたちである。その子どもたちの望ましい育成は，極めて重要である。
●人々が思いやりの心で支え合い，助け合っていくとともに，これから出会うであろう様々な課題に対して
も，工夫しながら力を合わせ，解決に向けてたくましく生きていく力が求められる。子どもたちの教育におい
ては，現実を踏まえながらも，将来を見通した取組が必要不可欠である。
●令和２年度の倉敷市教委としての取組を見るとき，子どもたち一人一人が確かな学力や豊かな心を身
に付け，次代を担う資質能力を育成できるよう，基本的な施策はもとより，様々な課題にもきめ細かく対
応できるよう学習環境の整備にも努め，国費や県費の活用はもとより，市費で特別に予算措置をしたりし
ながら取り組んでいることなどがよく表れている。市教委として，これからの時代を担う子どもたちの教育の
充実に，真摯に取り組んでいる姿勢が表れており，大いに評価したい。
●個々の学校園内の取組だけでは，十分な教育効果をあげにくいものもあるであろう。近隣の学校園等
との連携もしっかり図って，子どもたちの交流はもとより，教職員の交流，地域の方々との交流，その道の
専門の方々との交流など，開かれた学校園づくりを一層推進し，教育効果を一層高めるよう絶えず留意
していきたいものである。
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重点施策を推進する事業

大学との連携による学校等支援事業

地域力向上講座実施事業

【新】高梁川流域出前自然史博物館事業

地域還元型講座実施事業

高梁川流域学び直し支援事業

教育の場は，学校だけではありません。ひとは，生涯にわたって学び続けていくものです。
市民一人ひとりが健康でいきいきと暮らすためには，人生に夢と生きがいを持ち，知識や教養を
高め，生活を実り多いものとする必要があります。

このため，誰もが楽しく豊かに学び続けることができる環境づくりを進めます。また，学びの成果
を地域社会でお互いに活かしていくことで，学びを通して支えあう生涯学習社会の実現をめざし

ます。

高梁川流域出前自然史博物館事業
まちかど博物館展示例

展覧会開会式での
ウェルカムコンサート
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重点施策を推進する事業の評価

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重

地域還元型講座
実施事業【生涯学
習活動推進事業】

再掲：施策⑩－４

●地域の課題やニーズの把握を行い，学んだ成果を地域へ還元できる講座を行
う。（予算・決算は「生涯学習活動推進事業」の予算・決算額に含む）
★「初心者のための災害時にも役立つ安全なキャンプの楽しみ方」，「地元産！
ばら寿司を作ろう！」など学んだ成果を地域へ還元できるような講座を実施した。
■内容を検討しながら，継続して実施する。

－

重

地域力向上講座
実施事業【生涯学
習活動推進事業】

再掲：施策⑩－６

●地域の実情や課題の把握に努め，地域力の向上を支援する。（予算・決算は
「生涯学習活動推進事業」の予算・決算額に含む）
★「高校生と一緒に考えよう私たちのまちの防災」，「被災地を見て学んだこと」な
ど地域力向上につながる講座を実施した。
■内容を検討しながら，継続して実施する。

－

重

大学との連携によ
る学校等支援事業

再掲：施策⑩－８

●くらしき作陽大学及び倉敷芸術科学大学との人材交流や，連携協力した地域
の魅力発信事業を行うことにより，教員及び学生の資質・能力の向上並びに地域
活性化の実現を図る。
★（美術館）12月に倉敷芸術科学大学の博物館実習を実施。学生9名が参加。
　（自然史博物館）倉敷芸術科学大学と連携し，自然観察会の運営及び博物館
展示のメンテナンス作業を行った。また，講師として大学教員及び学芸員を相互
に派遣し人材交流を図った。
■引き続き，継続実施する。

－

重
創

高梁川流域学び
直し支援事業

再掲：施策⑩－２

●高梁川流域圏内の15歳から39歳までの方を対象として，自発的に社会とつな
がりを持ち，就労等へと結び付けられるようカウンセリング・学習支援・居場所の提
供を実施する。
★くらしきシティプラザ西ビル5階に開設した「まなびばippo(いっぽ）」で実施。男女
50人の新規利用登録があった（うち，倉敷市在住者は38人）。カウンセリングに延
べ116人（家族含），学習支援に延べ1,371人，居場所に延べ306人の利用が
あった。また，夜間学び直し事業では，延べ505人の利用があった。
■利用者が次の一歩に進めるよう，受託団体と協議しつつ，実施していく。

9,130

重
創

【新】高梁川流域
出前自然史博物
館事業

再掲：施策⑨－１，⑩
－２

●高梁川流域住民全体の自然に関する興味・教養を高めることを目的とし，これ
までに蓄積された情報や資料を活用した教育普及行事や移動可能な標本展示
を流域各地で実施する。
★主な実績は次のとおり。
1　自然観察会「高梁川流域自然たんけん」は，新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため関係市と調整する中で開催は中止。
2　小型展示ユニット「まちかど博物館」の更新（60台すべての解説パネル更新，
10台の展示物を高梁川流域関連のテーマに更新）。新規利用実績は，14施設
32台。
3　「まちかど博物館」の広報リーフレットの作成，配布。
■高梁川流域の市町と連携し，継続実施する。

137
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重点施策２の「評価」「課題と今後の方針」「学識経験者の意見」

評　　価

●「地域還元型講座実施事業」，「地域力向上講座実施事業」を通して， 生涯学習活動を推進すること
ができた。
●「高梁川流域学び直し支援事業」については，利用者が，自分の得意教科を年少の利用者や外国人
利用者に教える取組を始めたところ，利用者間のつながりができた。また，夜間学び直し事業では，不登
校傾向にある小・中学生から，学びに意欲のある高齢者，外国人まで幅広く受け入れ，お互いに教え合
う取組を行い，学びのニーズに対応した。
●「高梁川流域出前自然史博物館事業」では，圏域唯一の総合的な自然史博物館としての機能を，広
域的に活用してもらうきっかけとすることができた。

課題と今後の方針

●「地域還元型講座実施事業」，「地域力向上講座実施事業」の「生涯学習活動推進事業」では，市民
の学習要求に応えるため，市内外の講座情報や時事案件等を研究し，講座の充実に努める。
●「高梁川流域学び直し支援事業」では，受託団体ほかボランティアや支援者と連携し，利用者同士で
の仲間づくりを始めとした，人と関わることが楽しいと感じる魅力ある場所づくりを行うとともに，高校卒業資
格取得を目指すなど，次のステップへ導く取組を行っていく。
●「高梁川流域出前自然史博物館事業」では，圏域全体への広報手段が課題であり，リーフレット等を
活用して連携先候補となる施設へ情報提供していきたい。

学識経験者の意見

●地域還元型講座実施事業について，生涯学習と地域還元を結びつけた点を評価する。例えば講座
「初心者のための災害時にも役立つ安全なキャンプの楽しみ方」は防災学習であり，コロナ禍で塞ぎこん
だ我々の心を爽快な気分にするアクティビティでもある。また講座「地元産！ばら寿司を作ろう！」は地産
地消の実践であり，食を楽しみながら郷土の歴史・文化の学習にもなった。
●地域力向上講座実施事業について，生涯学習と地域力向上を結びつけた点を評価する。例えば講座
「高校生と一緒に考えよう私たちのまちの防災」は若者に地域への関心を持ってもらう良い機会となった。
講座「被災地を見て学んだこと」は被災を他人事とせず，災害へ備える心構えを養うきっかけとなった。
●高梁川流域学び直し支援事業について，くらしきシティプラザ西ビルに，「まなびばｉｐｐｏ（いっぽ）」を運
営していることを評価する。「まなびばｉｐｐｏ（いっぽ）」は若者が将来の自立のために必要とする学習の補
充と人間関係づくりの機会及び場所の提供のための施設で，対象年齢は１５歳から３９歳，対象地域は高
梁川流域地域（倉敷市，笠岡市，井原市，総社市，高梁市，新見市，浅口市，早島町，里庄町及び矢
掛町）と幅広いことも評価する。
●大学との連携による学校等支援事業について，市立美術館・博物館と大学が相互支援した形になっ
ているが，学校支援は学校を舞台にして支援する側とされる側，子どもだけでなく大人同士の「人間関係
のつながり」を豊かにすることでもあるので，幼稚園，小中学校，支援学校，高等学校への支援に限定す
ることなく事業展開されていることを評価する。
●「高梁川流域出前自然史博物館事業」について，コロナ禍のため観察会は中止となったが，例えば小
型展示ユニット「まちかど博物館」が圏内の多くの施設に配置され，市民が観覧したことを評価する。この
ユニットは化石，鉱物，昆虫，鳥獣などの標本を移動可能な大きさにした“ミニチュア博物館”のようなも
のであり，特に子どもにとっては自然環境を通じて地域に関心を持つきっかけになると評価する。
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重点施策を推進する事業

郷土くらしきを大切にする心育成プロジェクト事業

【新】高梁川流域こどもサミット事業

学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）推進事業

【拡大】地域連携による学校支援事業

キャリア教育推進事業

国際理解推進事業（出前授業）

公民館施設整備事業少年自然の家ＰＦＩ施設整備事業

人口減少に伴う地域社会の縮小が懸念される中，「地方創生」に向けて，地域を担う
「人財＝ひと」を地域の中で育成するとともに，倉敷が誇る特色ある地域資源を活用し，
その魅力を国内外へ広く発信し，活力ある地域にしていくことが必要です。
このため，学校，家庭と地域が連携し，家庭や地域の教育力を高め，地域全体で子ど
もを育てる環境づくりを進めます。また，郷土の先人，歴史，文化等を学び，郷土への
理解，愛着，誇り，そして，将来このまちを担っていきたいと思う心を育んでいきます。

ボランティアによる地域の環境整備 学校運営協議会の様子
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重点施策を推進する事業の評価

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重

郷土くらしきを大切
にする心育成プロ
ジェクト事業

再掲：施策②－２，②
－４

●郷土くらしきを愛し，故郷に親しみ，心豊かに成長できるようにという「市民憲章」に
唱われている精神を生かし作成された「倉敷っ子憲章」の内容に基づき，子どもたち
の心の育成を図る。
★コロナ禍により中止もあったが，「花いっぱい運動」「あいさつ運動」「地域のクリーン
作戦」等を実施して心の育成を図った。「倉敷こどもミーティング」は，オンデマンドによ
り開催した。
■子どもたちの郷土愛を育んでいくために，継続して実施する。

41

重

キャリア教育推進
事業

再掲：施策③－２

●中学2年生を対象に職場体験学習「倉敷チャレンジワーク14」を実施することで，
地域や産業界との連携，協力のもと，生徒の望ましい職業観や勤労観を育てる。
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。
■地域に学び，ともに生きる心や感謝の心を育み，自立性を高めるなど「生きる力」
を育成することができるので，事業を継続して実施する。

ー

39,892

重

国際理解推進事
業（出前授業）
【Ｇ７倉敷宣言アク
ションプログラム推
進事業】

再掲：③－３

●平成28年「Ｇ７倉敷教育大臣会合」において採択された「Ｇ７倉敷宣言」を受け，
児童・生徒が海外での仕事や生活等の経験がある地元企業の方から話を聞くことに
より，これまで以上に世界に目を向け，国際理解を深める学習に，自ら主体的に取り
組むようになること，身近な企業においても，グローバルに活躍できる場があることに
ついて知識を得ることを目的とする。また，キャリア教育推進の観点から，児童の望ま
しい職業観や勤労観を育て，自己の生き方を考え，様々な課題を乗り越えながら学
習や生活にチャレンジすることができるよう支援を行う。
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業の実施を見合わせた。
■新型コロナウイルス感染症の状況を注視し再開時期を決定する。再開時には改め
て地元企業と市内学校園の調整を行い，出前授業を実施する予定である。

－

重
創

【拡大】地域連携
による学校支援事
業

再掲：施策③－７，⑧
－１，⑩－７

●地域全体で学校教育を支援する体制を整え，生涯学習の成果を活かした地域住
民による学校支援活動を推進することにより，子どもたちの豊かな人間性を涵養する
とともに，地域の教育力の活性化を図る。
★小学校区49か所，中学校区20か所，支援学校区1か所，高等学校区1か所で事
業を実施した。ボランティア登録人数は6,042人，延べ201,854人のボランティアが
学習支援や環境整備，地域活動などの学校支援活動に参加した。
■実施校拡大を図りながら継続して実施する。

重

学校運営協議会
制度（コミュニティ・
スクール）推進事
業

再掲：施策③－１１

●学校運営協議会制度の導入により地域の力を学校運営に生かす「地域とともにあ
る学校づくり」を目指す。これにより子どもが抱える課題を地域ぐるみで解決する仕組
みを構築し，質の高い学校教育の実現を図る。
★令和2年度から市内の学校に学校運営協議会制度を正式に導入し，20校（幼稚
園1園，小学校10校，中学校8校，高等学校1校）が実施を始めた。
■引き続き学校や地域に対して学校運営協議会制度の周知を図るとともに，全面実
施に向けた取組を行う。

－

重
創

【新】高梁川流域
こどもサミット事業

再掲：施策③－３

●各地域の歴史や文化，ＳＤＧｓに関する内容を学び合い，交流を図る。
★高梁川流域の市町村に開催通知を配布し，参加者を募り開催準備を進めていた
が，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和3年度に延期した。
■3年に1度，継続して実施する。

ー
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少年自然の家ＰＦＩ
施設整備事業

再掲：⑨－２，⑩－３

●昭和51年の建設から40年以上が経過し施設が老朽化したため，ＰＦＩ事業による
建替え等を行い，令和4年4月の供用開始を目指している。
★少年自然の家施設整備のための設計・建設に係るモニタリング等支援業務を行っ
た。
　 令和2年5月から既存施設撤去，10月からメイン棟建築開始。
■令和4年3月までに施設整備を行い，同年4月から令和19年1月までＳＰＣが指定
管理者として施設管理・運営を行う。

※ＳＰＣ : 特別目的会社（Ｓｐｅｃｉａｌ Ｐｕｒｐｏｓｅ Ｃｏｍｐａｎｙ）の略
参画する各企業が内部資産を切り出し，特定の事業だけを実施するために設立した
会社のこと。

8,120

公民館施設整備
事業

再掲：⑩－３

●老朽化した琴浦公民館の建替えを行う。
★令和元年度から設計・施工一括発注方式（デザイン・ビルド方式）により進めてきた
建替事業が令和3年2月に完了した。
■令和2年度で完了。

174,768

重点施策３の「評価」「課題と今後の方針」「学識経験者の意見」

評　　価

重
創

●「郷土くらしきを大切にする心育成プロジェクト事業」では，市内の小・中学生の代表が集い，ＳＤＧｓにつ
いて「知り・考え・行動する」ために主体的に協議を行い，活動につなげる予定であったが，新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため，各校で動画を視聴し，レポートをまとめる形で開催した。
●「地域連携による学校支援事業」では，今年度新たに６小・中・高等学校区の取組を増やし，地域と学校
が連携・協働して子どもたちを育てるという意識の高揚につなげることができた。
●「少年自然の家ＰＦＩ施設整備事業」では，令和２年５月から施設整備を行い，令和４年４月の供用開始
に向けて，予定通り事業を進めている。

課題と今後の方針

●Ｇ７倉敷宣言に謳われたグローバルな世界で活躍する子どもを育てるために倉敷市で開催していた「倉
敷こどもサミット」を，３年に１回の頻度で高梁川流域の市町に対象を拡大した「高梁川流域こどもサミット」と
しての開催や「国際理解推進事業」の実施等により，グローバル化に資する事業を推進していく。
●「地域連携による学校支援事業」の実施等により，市内全体の活動ボランティアは，ここ数年，増加傾向
にあるが，ボランティアの高齢化や共働き世帯の増加，人口減少等により，学区ごとの登録ボランティアが
増えにくい状況となっている。今後は，活動内容や活動方法の見直し・検討を進めるとともに，ボランティア
の養成研修も充実させたい。
●学校運営協議会制度は，学習指導要領に示されている「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて意
義ある取組の一つと考えており，地域とともにある学校の実現を目指し，全校実施に向けて積極的に導入を
進めていく。
●「少年自然の家ＰＦＩ施設整備事業」では，施設整備を推進し，受託事業者との調整や協議を重ね，令和
４年４月の供用開始に向けた事業を滞りなく実施する。

重
創
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学識経験者の意見

●郷土くらしきを大切にする心育成プロジェクト事業について，「倉敷こどもミーティング」をコロナ禍に負ける
ことなくオンデマンドで実施したことを評価する。当プロジェクトで取り組んだ「子ども版倉敷市民憲章（仮称）」
が「倉敷っ子憲章」に結実し，根付いていることを評価する。
●地域連携による学校支援事業について，導入後，拡大充実しながら継続実施されていることを評価す
る。幼稚園，小・中学校だけでなく近年は支援学校や高等学校で実施されていることを評価する。
●学校運営協議会制度推進事業について，学校運営協議会が令和２年度から倉敷市においてもいよいよ
正式導入されたことを評価する。日本におけるコミュニティ・スクールの歴史には紆余曲折があるが，学校
関係者以外の人間が学校運営の中心部分に参加することは常識になりつつあるので，今後の取組に期待
する。
●少年自然の家ＰＦＩ施設整備事業について，長年の懸案であった少年自然の家の改修にＰＦＩ（Private
Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）」の手法を導入して建替えの実施に入ってい
ることを評価する。またＳＰＣ（Special Purpose Company：特別目的会社）を指定管理者とする運営方法が
学習成果にもつながっていくことを期待する。
●公民館施設整備事業について，琴浦公民館の建替えが予定通り完了したことを評価する。琴浦公民館
は倉敷市南東部の社会教育を担う施設であり，活用を期待する。
●キャリア教育推進事業，高梁川流域こどもサミット事業，国際理解推進事業に関しては，コロナ収束のタ
イミングを見ながら実施されていくと期待する。
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⑹  基本施策の点検・評価

その人らしさが尊重され，人権が守られる社会をつくる 

人権教育推進室，市民学習センター

所
属

人
権
教
育
推
進
室

基本施策①

担当部署

施策に対する考え方

　全ての人の人権が尊重され，相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現するためには，市民一人一人の人
権尊重の精神の涵養を図ることが不可欠であり，本市においても，「人権教育及び人権啓発の推進に関する法
律」（平成12年）や「人権教育・啓発に関する基本計画」（平成14年）に基づき，「第4次岡山県人権政策推進
指針」（平成28年），「第3次岡山県人権教育推進プラン」（平成29年），「倉敷市人権政策推進計画（改訂
版）」（平成25年）を踏まえ，「倉敷市子ども条例」（平成24年）の理念を尊重して，人権教育を積極的に推進し
ていきます。

数値目標

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

日々の生活の中で，身の回りの人権が大切にされ
ていると思う人の割合

市民アンケート調査で「日々の生活の中で，身の回りの人権が大
切にされていると思いますか。」という設問に対して，『そう思う』
『どちらかというとそう思う』と回答した人の割合。
（R2総回答者数＝859）

施策を推進する主な事業の評価

施策①－１　学校園における人権教育の推進

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

学校園人権教育
研修事業

●いじめや性的少数者の人権など様々な人権問題についての理解と認識を深
め，各学校園の人権教育の推進と充実を図る。
★管理職や人権教育担当者等の教職員を対象に9回の人権教育研修会等を
開催し，1,156人が参加した。
■継続して実施する。

ー

46.9 46.8 46.6 
52.6 50.6 49.6 48.8 49.6 51.5 52.6 51.4 

60.0 

70.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H21 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

%

実績値

目標値

23



人
権
教
育
推
進
室

人
権
教
育
推
進
室

所
属

人
権
教
育
推
進
室
・

市
民
学
習
セ
ン
タ
ー

人
権
教
育
推
進
室

所
属

人
権
教
育
推
進
室

人
権
教
育
推
進
室

人
権
教
育
推
進
室

人権教育外部講
師活用事業

再掲：施策②－１

●小・中・特別支援学校での児童・生徒を対象にした人権学習において，外部
講師を積極的に活用し，人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成を図
る。
★小・中学校で19回の外部講師による人権講演会を開催し，1,930人が参加し
た。
■事業内容を精査し，継続して実施する。

190

人権教育現地研
修事業

●同和問題，平和問題，ハンセン病問題にかかわりの深い場所を訪れ，施設の
見学や当事者との交流等を通して，各人権課題についての理解と認識を深め，
人権を守り，人権問題を解決していこうとする意識，意欲を高める。
★教職員を対象に3回開催する予定だったが，新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため全て中止した。
■継続して実施する。

－

施策①－２　地域社会における人権教育の推進

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

人権学習推進事
業

●人権を尊重し合う，明るく住みよい地域づくりを目指す。
★全26中学校区で人権教育・啓発の充実を図るための様々な活動事業を人
権学習推進委員会として実施した。人権問題に対する理解を深めるための研修
活動や，地域の福祉施設等との交流やイベントを行う，ふれあい・交流活動には
延べ2,324人の市民が参加した。また，広報活動として，活動紹介や啓発記事
を掲載した広報紙を年間34回，合計193,050部作成し，各地域に配布した。
■活動の内容の工夫・改善を行いながら，今後も継続して実施する。

8,328

ＰＴＡ人権教育推
進事業

●子どもの人権感覚を育成するため，保護者の役割や保護者の人権問題につ
いての理解と認識を深める。
★幼・小・中・特別支援学校でＰＴＡ人権教育研修会を479回開催し，23,251
人が参加した。
■事業内容を精査し，継続して実施する。

373

施策①－３　啓発活動の充実と学習機会の提供

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

人権教育資料作
成事業

●ＰＴＡ人権教育推進事業等の研修会で活用することを目的に研修用資料「み
んなのしあわせのために」等を作成する。
★教職員及び保護者等に「みんなのしあわせのために」20,252部，「人権ア・
ラ・カルト」2,233部を配布した。
■継続して実施する。

1,491

人権ポスター募集
事業

●児童・生徒の作成したポスターを募集・展示することを通して，児童・生徒及
び市民の人権意識の普及・高揚を図る。
★倉敷市立小・中・特別支援学校からポスターを募集し，総数354点の応募を
得た。また，応募作品を人権週間（12/4～10）中に，市立美術館，公民館等で
展示した。
■継続して実施する。

111

【新】人権問題意
識調査事業

●全ての市民の人権が尊重され，差別のない明るい社会をつくるための基礎資
料を得るために，人権問題についての市民の意識を調査する。
★市内在住の18歳以上の住民から無作為抽出した3,000人を対象に調査票を
発送，回収し，集計・分析等を実施した。
■令和3年度に調査成果物の調製・配付を行う。今後も5年に1度実施する。

1,414
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学識経験者の意見

●一人一人の人権が尊重され，誰もが明るく住みよい暮らしができるような社会にしていくためには，
人々の人権尊重の精神の涵養を図ることや，より望ましい行動がとれるようにしていくことが極めて重要
である。そのためには，長期的な視点に立った人権教育や人権啓発の取組を進めるとともに，取組の効
果を継続的に検証しながら，よりよい方向へと改善をしていくことの積み重ねが求められる。
●次代を担う子どもたちの人権意識を高め，様々な場面で実践的な望ましい行動がとれるようにしていく
ことは極めて重要である。そのためには，学校園での人権教育の充実とともに，子どもたちを取り巻く保護
者や地域社会の方々の人権意識の啓発が重要になってくる。
●市教委として，学校園の核となる管理職や教職員などの研修に工夫を加えながら実施したり，ＰＴＡの
人権教育研修会を継続的に実施したり，地域の方々が参加できる研修活動や，福祉施設との交流やイ
ベントを実施したりするなど，工夫しながら取組を進めていることを評価したい。
●昨今，人権問題も多岐にわたるようになってきている。そうした認識を広げ，深めることによって，人権
感覚を一層育成していくためには，教職員だけでなくそれらの人権問題に詳しい外部講師を活用して各
種の体験や研修などをしていくことも効果的である。こうした取組が，より多くの学校園で一層実施してい
けるように，今後とも努力を重ねていっていただきたいものである。
●５年に１回の市民を対象にした人権問題意識調査を，令和２年度には実施している。継続的に実施し
ているこの調査結果を，分析考察し真摯に受け止めて，以後の様々な取組に生かしていくことが極めて
重要であると思う。

基本施策①の「課題」「今後の取組み方針」「学識経験者の意見」

課　　題

●子どもたちが，発達段階に応じて人権についての理解を深め，人権尊重の精神を正しく身に付けるた
めには，体験的な学習を取り入れるなど人権に関する授業の内容や指導方法の工夫改善を図る必要
がある。
●社会状況の変化に伴い複雑化・多様化する人権問題に対し，学校等において適切に対応できるよう
にするためには，それらの人権問題についての教職員の理解と認識を深めるとともに，指導力の向上を
図る必要がある。
●子どもの人権感覚を育成するためには，学校等での人権教育を家庭で支えるための保護者の役割や
様々な人権問題について，保護者の理解と認識を深める必要がある。
●地域における人権教育を効果的に推進するためには，保護者を含む地域住民の主体性を引き出し
ながら，地域関係者のネットワークづくりと資質・指導力を備えた指導者の養成を図る必要がある。

今後の取組み方針

●教職員自身の人権意識の高揚を図るとともに様々な人権問題への理解を深めるために，職務内容
や職階，ライフステージに応じた教職員研修において，障がいのある人や，新型コロナウイルス感染症の
患者の人権等を取り上げ，研修の充実を図る。
●子どもの人権感覚を育成するための保護者の役割や保護者の人権問題についての理解と認識を深
めるために，研修方法や研修資料の工夫改善を図りながら，保護者（ＰＴＡ)を対象とした人権教育研修
を推進する。
●地域住民の人権尊重の社会づくりへの参画意識を高め，明るく住みよい地域を作るため，地域の人
材や施設，事象等，人権に関わる身近な素材を取り上げるなどして，地域の特色を生かした主体的な
人権教育・啓発の活動がなされるように支援する。
●学校や地域社会における人権教育を効果的に推進するために，学習者のニーズ等を把握し，親しみ
やすく分かりやすい広報資料や啓発資料の作成に取り組む。
●人権問題意識調査により得られた調査結果を分析・考察し，市民の意識を多面的・多角的に把握す
るとともに，研修や事業，啓発資料等に反映させ，内容の充実を図る。
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子どもが心豊かに成長できる学びの場をつくる

人権教育推進室，情報学習センター，学事課，指導課，教育センター，保健体育課

【～H23】解消率（％）＝解消したもの÷認知件数

【H24～】解消率（％）＝（解消したもの＋一定の解消が図られたが継続支援中）÷認知件数

【H28～】解消率（％）＝解消したもの÷認知件数

【H29～】いじめの解消について定義変更①いじめ行為が止んでいる状態が３か月継続②被害者が心身の苦痛を受けていない

基本施策②

担当部署

施策に対する考え方

　人間は，人や社会との関わりの中で生きていくものであり，子どもたちがよりよい社会生活を送る上で必要な人を思い
やる優しさ，生命や自然を大切にする心とともに社会性や規範意識などを育むために，人権教育や道徳教育，ボラン
ティア活動などの体験活動を重視した教育活動を推進します。
　また，保護者や地域と連携した取組を進めるとともに，相談・指導体制の充実を図ることにより，いじめを許さない学
校づくりや不登校を生まない魅力ある学校づくりを進めます。

数値目標

評価指標
目指す
方向性

算出方法

小学校でのいじめの解消率
いじめの解消件数/ いじめの認知件数×100

文部科学省による児童・生徒の問題行動等に関する調査より。

評価指標
目指す
方向性

算出方法

中学校でのいじめの解消率
いじめの解消件数/ いじめの認知件数×100

文部科学省による児童・生徒の問題行動等に関する調査より。
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倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

小学校での不登校児童出現率
不登校による欠席が年間30日以上の児童・生徒数/倉敷市の児童・生
徒数×100
文部科学省による児童・生徒の問題行動等に関する調査より。

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

中学校での不登校生徒出現率
不登校による欠席が年間30日以上の児童・生徒数/倉敷市の児童・生
徒数×100
文部科学省による児童・生徒の問題行動等に関する調査より。

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

困ったこと，辛いことがあった人を助けてあげたいと
思う子どもの割合

小学生・中学生の児童・生徒対象のアンケート調査で，「困ったこと，辛
いことがあった人を見たら，助けてあげたいと思いますか。」という設問に
対して，『いつも思う』『ときどき思う』と回答した人の割合。
（R2総回答者数＝510）
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不登校児童出現率は，全国

的に大幅な増加傾向にある。

倉敷市立小学校においては，

全国・岡山県平均は下回っ

ているものの，出現率は

年々増加している。

【R2】全国平均：1.00％

岡山県平均：0.94％

不登校生徒出現率は，全国

的に大幅な増加傾向にある。

倉敷市立中学校においては，

全国・岡山県平均をかなり

下回っているが，出現率は

微増している。

【R2】全国平均：4.09％

岡山県平均：3.25％
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習
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ン
タ
ー

倉敷市教育振興基本計画
評価指標

目指す
方向性

算出方法

情報モラルに関する授業・指導ができる教員の割
合

文部科学省による学校における教育の情報化の実態等に関する調査
より。

施策を推進する主な事業の評価

施策②－１　人権教育，道徳教育の推進

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

学校園人権教育
推進事業

●教職員の人権教育に対する認識を深め，人権教育の推進と充実を図る。
★26中学校区ブロックにおいて，ブロック内の人権教育推進上の課題を校園種間で共
有し，課題解決に向け，連携に基づいた具体的な研究実践を実施した。また，倉敷市
人権教育研究大会で7校園による実践発表があり，220人の教職員が参加した。
■事業内容を精査し，継続して実施する。

4,006

人権教育外部講
師活用事業

再掲：施策①－１

●小・中・特別支援学校での児童・生徒を対象にした人権学習において，外部講師を
積極的に活用し，人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成を図る。
★小・中学校で19回の外部講師による人権講演会を開催し，1,930人が参加した。
■事業内容を精査し，継続して実施する。

190

情報モラル教材整
備事業
【教育用デジタルコ
ンテンツ整備事
業】

●教師が日常的に普通教室や特別教室，コンピュータ教室でＩＣＴを活用した授業を行
い，学習指導要領で示された児童・生徒の情報活用能力と確かな学力の向上や情報
モラルの啓発を図るために，教育効果の高いデジタル教材の利活用ができるように支
援した。
★全小・中学校，高等学校，特別支援学校の教職員・保護者対象に情報モラル教育
コンテンツの公開を実施した。
■コンテンツの内容については，時代に応じた情報モラルに関する課題に対応できるよ
う情報を更新し，デジタル教材の活用ができるよう，利活用の支援を継続して実施す
る。

1,558
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施策②－２　ボランティア教育，特別活動の充実

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重

郷土くらしきを大切
にする心育成プロ
ジェクト事業

再掲：重点３，施策②
－４

●郷土くらしきを愛し，故郷に親しみ，心豊かに成長できるようにという「市民憲章」に唱
われている精神を生かし作成された「倉敷っ子憲章」の内容に基づき，子どもたちの心
の育成を図る。
★コロナ禍により中止もあったが，「花いっぱい運動」「あいさつ運動」「地域のクリーン作
戦」等を実施して心の育成を図った。「倉敷こどもミーティング」は，オンデマンドにより開
催した。
■子どもたちの郷土愛を育んでいくために，継続して実施する。

41

学校音楽祭実施
事業

●市内の小・中学校・支援学校，高等学校の児童・生徒が参加し，合唱・合奏・吹奏
楽等の音楽発表を行い，相互鑑賞することで情操を高め，豊かな創造性を養う。
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。
■発表の場を，各校の学芸会・文化祭や吹奏楽連盟が開催するコンクール等で確保
することとし，令和2年度で完了する。

ー

総合舞台芸術鑑
賞事業

●劇団四季が行う「こころの劇場」プロジェクトを活用し，小学校6年生全員に本物の
ミュージカルを鑑賞する機会を提供し，豊かな体験活動と情操教育の充実を図る。
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。
■新型コロナウイルス感染症の影響により，劇団四季が令和2年度は公演中止。令和
3年度は，動画配信による実施を決定していることから，劇団の意向に沿いながら継続
して実施する。

ー

重

中学校部活動指
導体制推進事業

再掲：重点１

●中学校における教員の勤務負担軽減と部活動の質的な向上を図るため，地域人材
等を部活動指導員として学校に派遣し，学校現場の教育体制の充実を図る。
★41人 24校の部活動指導員を配置した。
■部活動指導員の配置を継続して実施する。

10,479

施策②－３　校種間連携の推進と学校問題の解決

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重

学校問題支援プロ
ジェクト事業

再掲：重点１，施策②
－４

●チーム会議の開催や支援スタッフの配置により，学校だけでは解決が難しい諸問題
に適切に対応し，学校を効果的かつ機能的に援助する。
★学校問題解決に向けたチーム会議や推進会議を実施。支援スタッフを24校に29
人配置した。
■学校に対して事業の趣旨の周知に努めるとともに，学校現場のより多くのニーズに応
えられるよう，今後も継続して実施する。

11,458

小１グッドスタート
事業

●入学したばかりの小学校1年生が集団行動が取れない，授業中に座っていられな
い，話を聞かないなどの状態が数か月継続する状態，いわゆる「小1プロブレム」への対
応を図る。
★15校60人を配置し，学習面や生活面をサポートした。これまでは，4月～10月（20
週）は県が支援員を配置していたが，令和2年度から市への補助事業となり,年間を通
じて支援員を配置した。
■継続して実施する。

68,151

重

生徒指導支援員
配置事業

再掲：重点１，施策②
－４

●学級崩壊や学校の荒れ，暴力行為，いじめ等の問題行動の未然防止や状況の改
善を図る。
★生徒指導支援員を25校に配置した。
■学校問題の解決には，継続的な支援の必要性が高いため，事業を継続して実施す
る。

4,959
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非常勤講師等単
市加配事業

●小学校の複式学級（※1）解消や中学校の生徒指導充実，特別支援学校の教育充
実を図る。
★非常勤講師を小学校に2人，中学校に23人，特別支援学校に6人配置した。
■継続して実施する。
※1　複式学級：2つ以上の学年を一つにした学級のこと

71,106

校種間連携の推
進

●他校種の教育活動への理解不足や学校規模による連携の難しさ，連携を行うため
の時間確保の問題等が存在する中にあって，特に小学校と中学校における情報連携
を中心とした他校種間交流の推進を図る。
★中学校区において，子どもにどのような学力が不足しているか等学力向上の視点及
びスマートフォン等の通信端末における生徒指導上の視点，メディアコントロール等の
生活習慣の確立を推進した。
■保育・幼稚園，小・中学校，高等学校の接続を意識し，各学校園連携の視点に立っ
た共通のルールづくりに取り組む必要があるため，継続して実施する。

－

施策②－４　いじめ・不登校対策の充実

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重

学校問題支援プロ
ジェクト事業

再掲：重点１，施策②
－３

●チーム会議の開催や支援スタッフの配置により，学校だけでは解決が難しい諸問題
に適切に対応し，学校を効果的かつ機能的に援助する。
★学校問題解決に向けたチーム会議や推進会議を実施。支援スタッフを24校に29
人配置した。
■学校に対して事業の趣旨の周知に努めるとともに，学校現場のより多くのニーズに応
えられるよう，今後も継続して実施する。

11,458

重

生徒指導支援員
配置事業

再掲：重点１，施策②
－３

●学級崩壊や学校の荒れ，暴力行為，いじめ等の問題行動の未然防止や状況の改
善を図る。
★生徒指導支援員を25校に配置した。
■学校問題の解決には，継続的な支援の必要性が高いため，事業を継続して実施す
る。

4,959

重

スクールカウンセ
ラー等配置事業

再掲：災害復興，重点
１

●いじめ，不登校をはじめとする児童・生徒の学校不適応問題に対応する。
★国のスクールカウンセラーが配置されていない小学校及び高等学校等に，単市予
算でスクールカウンセラーを派遣。スクールカウンセラーを39小学校，5高等学校，1
特別支援学校，5ふれあい教室（適応指導教室）に配置した。また，教師カウンセ
ラー，不登校児童生徒支援員等に専門的な見地から指導助言するスーパーバイザー
を1人委嘱し，不登校対策や教育相談の質的な充実を図った。
■スクールカウンセラーの研修の充実や効果的な援助をするため，継続して実施す
る。

※決算額：災害対応分を含む。

16,870

重

不登校児童・生徒
支援員等配置事
業

再掲：重点１，施策②
－５

●不登校児童・生徒やいじめ問題等の対策として，未然防止と早期解決に向けた取
組を推進する。
★小学校には，教育相談や学習支援を行う支援員を，中学校には教師カウンセラー
を配置し，教職員，スクールカウンセラー等との連絡・調整を図り，不登校等の対策とし
て，未然防止や早期解決に向けた取組を推進した。
■不登校やいじめ等の問題行動の早期解決に向けた取組を推進していくためには，支
援員や教師カウンセラーの役割は大きく，引き続き連絡・調整を図りながら，継続して
実施する。

68,671

重

教師業務アシスタ
ント配置事業

再掲：重点１

●教員の働き方改革を推進するとともに，学校現場の教育体制の充実を図る。
★小・中学校において，教師業務アシスタント（令和2年度より県から市への補助事業
へ）70人，学校サポーターを19人配置し，教員の働き方改革を推進するとともに，学
校現場の教育体制の充実を図った。
■教員の働き方改革を一層推進するとともに，学校現場の教育体制の充実を図るた
めに，継続して実施する。

93,458
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●郷土くらしきを愛し，故郷に親しみ，心豊かに成長できるようにという「市民憲章」に唱
われている精神を生かし作成された「倉敷っ子憲章」の内容に基づき，子どもたちの心
の育成を図る。
★コロナ禍により中止もあったが，「花いっぱい運動」「あいさつ運動」「地域のクリーン作
戦」等を実施して心の育成を図った。「倉敷こどもミーティング」は，オンデマンドにより開
催した。
■子どもたちの郷土愛を育んでいくために，継続して実施する。

41

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

ふれあい教室事業

●不登校児童・生徒の学校復帰と社会的自立を支援する。
★市内5つのふれあい教室（適応指導教室）で71人の不登校児童・生徒を受け入れ
た。うち中学3年生の生徒は21人であり，20人が進学した。
■関係機関や在籍校，保護者との連携を密にし，ふれあい教室（適応指導教室）にお
ける活動の内容や支援を工夫しながら事業を継続して実施する。

53,806

重

郷土くらしきを大切
にする心育成プロ
ジェクト事業

再掲：重点３，施策②
－２

不登校児童・生徒
支援員等配置事
業

再掲：重点１，施策②
－４

●不登校児童・生徒やいじめ問題等の対策として，未然防止と早期解決に向けた取
組を推進する。
★小学校には，教育相談や学習支援を行う支援員を，中学校には教師カウンセラー
を配置し，教職員，スクールカウンセラー等との連絡・調整を図り，不登校等の対策とし
て，未然防止や早期解決に向けた取組を推進した。
■不登校やいじめ等の問題行動の早期解決に向けた取組を推進していくためには，支
援員や教師カウンセラーの役割は大きく，引き続き連絡・調整を図りながら，継続して
実施する。

68,671

基本施策②の「課題」「今後の取組み方針」「学識経験者の意見」

課　　題

目指せ！少年非
行情勢の改善！
生き活きスクール
応援事業【県事
業】

●岡山県警察本部に「学校警察連絡室」が設置され，学校における問題行動の改善
や青少年の非行の抑止を図る。
★可能な限りの新型コロナウイルス感染症対策を行い，朝のあいさつ運動や警察官と
のティームティーチングによる防犯教室の実施，地域の巡回や学校警察連絡制度の
充実・徹底をすることで，学校と警察が協働して子どもの健全育成を推進した。
■倉敷市の教育にとって，警察や児童相談所，福祉や医療関係諸機関等との連携・
協働の視点は欠かせないという観点から，今後の具体的な連携・協働のあり方を未来
志向で引き続き考えていきたい。

－

施策②－５　相談・指導体制の整備

●コミュニケーション能力の低下や他人を思いやる心等の精神面の未成熟などにより，器物破壊や暴力行為
など衝動的に問題行動を起こしたり，人の気持ちを考えない行動をとったりする子どもや，学校生活に十分に
適応できていない子どもへの粘り強い対応が必要となっている。
●小学校において，学級が機能しない状況を未然に防ぐため，小中連携や関係諸機関（警察，児童相談所
等）との日常的な連携を図り，校内児童指導体制を確立する必要がある。
●不登校の要因として，家庭に係る状況の割合が依然と高いことから，関係機関との連携の充実を継続して
図る必要がある。
●いじめを「よく見つけ，よく解消する」ことを目的として，学校におけるアンケート等による実態把握や，いじめ
防止の取組の充実を図る必要がある。教育委員会としてのいじめの実態把握，各学校園での未然防止，早
期発見・早期解決への取組の強化が不可欠である。
●子どもが，スマートフォンやＰＣなどの情報機器を使用する機会が増加することに伴い，ＳＮＳによるいじめ等
が増加していることから，関係機関との連携を含め，家庭や学校におけるメディア・コントロールについて指導の
強化が求められる。

重
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今後の取組み方針

●いじめ，不登校，暴力行為等の問題行動は，早期発見，早期対応が肝要であることから，できるだけ早く適
切な対応をとることができるように教員の資質向上や教職員集団の体制づくりに努めていく。
●暴力行為，いじめ等の問題行動については，実態把握に努めた上で，「いじめや暴力行為は絶対に許され
ない」，「社会で許されないことは学校でも許されない」という強い姿勢で，関係機関とも連携しながら毅然と対
応していく必要がある。
●新たな不登校を生まない未然防止対策として，不登校児童生徒支援員の役割を明確にし，校内での情報
共有と組織的対応についての体制づくりを再構築する。
●学校だけでは対応が難しい問題行動については，教育委員会がコーディネーター役として関係機関と連携
を取ったり，研修やケース会議等を充実させたりして，多面的に「児童・生徒」，「保護者」，「学校」を支援して
いく必要がある。
●スクールカウンセラーや教師カウンセラー，不登校支援員等をより効果的に活用し，相談体制や「ふれあい
教室（適応指導教室）」の機能を充実させることで，不登校児童・生徒や保護者の気持ちに寄り添いながら支
援し，学級や学校復帰を促進する。
●教育委員会主催の各種研修講座や生徒指導専任リーダーを活用した校内研修等を通して，いじめ問題に
対する教員の指導力を向上させるとともに，学校と家庭が連携していじめの早期発見・早期解決や未然防止
の取組の充実を図る。

学識経験者の意見

●子どもたちが心豊かに成長していけるようにするため，現在取り組んでいるように，人権教育，道徳教育，特
別活動などに力を入れることはもとより，各教科等の指導においても一人一人の実態や意識に気を配り，必要
があれば適切な対応に心がけることによって，問題行動を生まない人間関係づくりに努めることが重要であ
る。
●いじめや不登校などの問題行動は，そうした問題行動を生まない人間関係づくりが基本になければならな
い。その上で，いじめなどの問題行動を把握したときには，被害者の立場を最優先し，絶対にそうした問題行
動を許さないとの強い決意のもと，学校園内の管理職や生徒指導主任，養護教諭，担任など学校園全体が
一丸となって対応する体制を整え，迅速に適切に対応していくことが求められる。
●いじめや不登校などの調査は毎年実施し，その結果を分析検討していくことによって，これまでの取組の反
省をし，より改善が進む方向に努力を重ねる必要がある。調査結果の分析検討は，できれば校園内だけでな
く問題行動の専門家を交えたりして実施し，学校園が一枚岩になってより適切な対応をとれるようにしていくこ
とが重要である。
●市教委では，学校が抱える様々な問題の解決を支援するため，学校問題支援プロジェクト事業や生徒指
導支援員配置事業，不登校児童・生徒支援員等配置事業，スクールカウンセラー等配置事業など，学校の
実態やニーズを踏まえた取組に力を入れており，学校にはずいぶん評価されていると考える。そうした方々の
対応を学べる教職員個々の指導力の向上も，期待したいものである。
●それとともに，問題行動対策だけでなく，より適切な指導や，一層きめ細やかな指導や支援ができるように
するため，小１グッドスタート支援事業や，中学校部活動指導体制推進事業，教師業務アシスタント配置事
業などに取り組むとともに，さらに市の実態から必要なものには，市単独の予算を加えて取り組むなど，市教委
の意気込みが感じられる。こうした姿勢を大いに評価するものである。

32



学校教育の充実を図る

人権教育推進室，教育企画総務課，情報学習センター，教育施設課，学事課，指導課，教育センター，保健体育課，

生涯学習課

【H29～】４教科→２教科

基本施策③

担当部署

施策に対する考え方

　学校教育を通じて，子ども一人一人の持ち味を生かし，基礎的・基本的な学力の定着を図るとともに，国際化，情報化など社
会の変化に主体的に対応できる生き抜く力をもった子どもを育成します。
　また，心の教育や健康教育を充実させるとともに，子どもに質の高い教育環境の整備を行い，安全・安心な学校園づくりに努め
ます。
　そのために，学校園は，保護者や地域住民と一体となって，開かれた学校園づくりの推進に努めていきます。

数値目標

評価指標
目指す
方向性

算出方法

岡山県学力・学習状況調査の県平均正答率との差
（中学１年生　国・数）

（倉敷市の2教科の平均正答率）ー（県の2教科の平均正答率）
※指標数値は，4月実施の岡山県学力・学習状況調査の結果である。Ｈ29から，
本調査は小学3・4・5年生，中学1・2年生対象となったが，本指標は中学1年生
の経年比較のため，Ｈ29以降も中学1年生の結果に注目していく。なお，小学生
は国語・算数の2教科，中学生は国語・数学の2教科と2年生のみ英語が追加さ
れる。

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

学校が楽しいと思う子どもの割合
小学生・中学生の児童・生徒対象のアンケート調査で，「学校は楽しいですか。」と
いう設問に対して，『とても楽しい』『まあまあ楽しい』と回答した人の割合。
（R2総回答者数＝510）
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倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

困った時，悩みがある時に相談する人がいると答えた
子どもの割合

小学生・中学生の児童・生徒対象のアンケート調査で，「困った時，悩みがある時
に相談する人がいますか。」という設問に対して，『いる』と回答した人の割合
（R2総回答者数＝510）

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

自主的に資質向上のために取り組んでいる教職員の
割合

教職員対象のアンケート調査で，「自主的に資質向上(自己研鑽)に取り組んでい
ますか。」という設問に対して，『積極的に取り組んでいる』『まあまあ取り組んでい
る』と回答した人の割合。
（R2総回答者数＝679）

倉敷市教育振興基本計画
評価指標

目指す
方向性

算出方法

授業中にＩＣＴを活用して指導ができる教員の割合
文部科学省による学校における教育の情報化の実態等に関する調査より。
（教員による自己評価）

【H30～】調査対象が，全教員から授業を行う教員に変更
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GIGAスクールなど

の新たな取組みが

始まったことによ

る教員の自己評価

の低下が影響して

いる。
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市民アンケート調査における属性で，小学生，中学生がいる人で，「子どもの学校
での教育がしっかりできていると感じていますか。」という設問に対して，『感じてい
る』『どちらかというと感じている』と回答した人の割合（R2総回答者数＝73）

※H21(基準値)は，「子どもの学校での教育がしっかりできていると思いますか。」
という設問に対して『そう思う』『どちらかというとそう思う』と答えた人の割合。

施策を推進する主な事業の評価

施策③－１　教育要領・学習指導要領のねらいの具体化と確かな学力の向上

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

「子どもの学校での教育がしっかりできている」と感じて
いる人の割合

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重
公

学力向上支援事業

再掲：重点１

●学習支援員の配置などにより，児童・生徒の基礎学力や学習意欲の向上を図る。
★学力向上支援員を小学校34校に44人，中学校8校に11人配置した。
■児童・生徒の基礎学力や学習意欲の向上を図るために，引き続き継続して実施する。

22,955

重

基礎・基本定着モデ
ル事業

再掲：重点１

●朝学習の時間に，音読・計算・漢字等の学習を通して基礎・基本の定着を図る。
★小学校に総合アドバイザー，音読アドバイザーを派遣。（小学校5校）
■基礎・基本の定着と学習意欲の向上のために，今後も継続して実施する。

290

放課後学習サポート
事業

●児童・生徒に学力の基礎・基本の定着を図る。
★小・中学校に放課後学習支援員として，小学校54校105名，中学校25校29名の放課後学
習支援員を配置し，学習の理解を深めるため，学習支援ソフト等を活用し， 児童・生徒の状況
に応じた学習支援を実施した。
■放課後の他，長期休業中を活用した学力の定着に有効な事業であるため，継続して実施す
る。

10,328

学校園支援ボラン
ティア活用事業

●学校園のニーズに応じてボランティアを派遣することで学校園の教育活動を支援する。
★保育・授業中の支援や放課後学習支援など，学校園の教育活動を支援するボランティアを
学生や市民等から募集・登録した。
■学校園からのニーズが高いことから，継続して実施する。

102

重
公

中学年における「確
かな学力」向上支援
事業

再掲：重点１

●専科教員による専門性の高い算数授業を行うことで，基礎学力の定着を図る。
★市内小学校32校に市費の算数専科非常勤講師40人配置し，専科教員による専門性の高
い算数授業を行い，基礎学力の定着を図った。
■小学校中学年時期に基礎学力の定着を図ることは，非常に効果のあることであり，引き続き
継続して実施する。

59,112
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デジタル教科書整
備事業

再掲：施策③－３

●教師が日常的に普通教室や特別教室，コンピュータ教室でＩＣＴを活用した授業を行い，学習
指導要領で示された児童・生徒の情報活用能力と確かな学力の向上及び，情報モラル教育の
啓発を図るために，教育効果の高いデジタル教材の利活用を支援する。
★デジタル教材のうち，全小・中学校に整備されているデジタル教科書は，授業で137,784件
の利用があった。
■デジタル教材が効果的に活用ができるよう継続して支援を行う。

65,662

授業改革推進リー
ダー・推進員の配置
【県事業】

●教員の授業力向上や学校の学力向上の取組を支援するとともに，児童・生徒の学力向上を
図る。
★教頭2名（授業改革推進リーダー）・指導教諭8名（授業改革推進員）を小学校では本務・兼
務合わせて15校に配置し，中学校では，本務・兼務合わせて15校に配置した。
★授業改革研究協議会をインターネットによるプレゼンテーション配信によって実施し，学校に
対する情報提供及び実践報告を実施した。
■継続して実施する。

－

学校園事務ネット
ワークシステム更新
事業

●学校経営や教育政策に効果をもたらす「統合型校務支援システム」の機能を加えた「学校園
事務ネットワークシステム」の整備により，校務の効率化・平準化を図る。
★令和2年度から本格運用を開始し，事業者とともにサポート体制を構築して，学校での活用を
進めた。
■安定した環境で業務が行えるよう，事業者や関係部署と連携した運用支援を継続して実施
する。

43,391

 

施策③－２　進路指導，キャリア教育の充実

【新】ＧＩＧＡスクー
ル構想に対応した
パソコン等整備事
業

再掲：重点１

●児童・生徒の情報活用能力の育成し，「ＧＩＧＡスクール構想の実現」を図る。
★市内の学校へ高速大容量のネットワーク整備と児童・生徒1人1台パソコンの整備を行った。
■学校内で児童・生徒1人1台パソコンを積極的に活用できるよう，教員向けの研修会開催や
運用支援体制を充実させ，継続して実施する。

1,192,637

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重

キャリア教育推進事
業

再掲：重点３

●中学2年生を対象に職場体験学習「倉敷チャレンジワーク14」を実施することで，地域や産
業界との連携，協力のもと，生徒の望ましい職業観や勤労観を育てる。
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。
■地域に学び，ともに生きる心や感謝の心を育み，自立性を高めるなど「生きる力」を育成する
ことができるので，事業を継続して実施する。

ー

施策③－３　時代の進展に対応する教育の推進

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

【新】高梁川流域
こどもサミット事業

再掲：重点３

●各地域の歴史や文化，ＳＤＧｓに関する内容を学び合い，交流を図る。
★高梁川流域の市町村に開催通知を配布し，参加者を募り開催準備を進めていたが，新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため令和3年度に延期した。
■3年に1度，継続して実施する。

ー

重
公

重
創
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重

国際理解推進事業
（出前授業）
【Ｇ７倉敷宣言アク
ションプログラム推進
事業】

再掲：重点３

●平成28年「Ｇ７倉敷教育大臣会合」において採択された「Ｇ７倉敷宣言」を受け，児童・生徒
が海外での仕事や生活等の経験がある地元企業の方から話を聞くことにより，これまで以上に
世界に目を向け，国際理解を深める学習に，自ら主体的に取り組むようになること，身近な企
業においても，グローバルに活躍できる場があることについて知識を得ることを目的とする。ま
た，キャリア教育推進の観点から，児童の望ましい職業観や勤労観を育て，自己の生き方を考
え，様々な課題を乗り越えながら学習や生活にチャレンジすることができるよう支援を行う。
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業の実施を見合わせた。
■新型コロナウイルス感染症の状況を注視し再開時期を決定する。再開時には改めて地元企
業と市内学校園の調整を行い，出前授業を実施する予定である。

－

デジタル教科書整
備事業

再掲：施策③－１

●教師が日常的に普通教室や特別教室，コンピュータ教室でＩＣＴを活用した授業を行い，学習
指導要領で示された児童・生徒の情報活用能力と確かな学力の向上及び，情報モラル教育の
啓発を図るために，教育効果の高いデジタル教材の利活用を支援する。
★デジタル教材のうち，全小・中学校に整備されているデジタル教科書は，授業で137,784件
の利用があった。
■デジタル教材が効果的に活用ができるよう継続して支援を行う。

65,662

外国人英語講師配
置事業

●国際化の進展に対応し，児童・生徒に国際理解の基礎を培い，英語によるコミュニケーション
能力を育成するため，外国人英語講師を雇用・配置し，英語教育の充実を図る。
★外国人英語講師を28人雇用・配置した。
■配置方法を再検討し，継続して実施する。

138,080

中学生英語スピーチ
コンテスト
【Ｇ７倉敷宣言アク
ションプログラム推進
事業】

●倉敷市長杯中学生英語スピーチコンテストを開催し，国際語としての英語による表現能力を
高めるとともに，将来の社会を担う心豊かな中学生を育成する。
★倉敷市長杯中学生英語スピーチコンテストでは，28校から31人の生徒が参加した。
■これまで取り組んできた英語教育の成果や課題等を検証するとともに，今後の在り方等につ
いて総合的に検討して，継続して実施する。

77

施策③－４　人権教育，道徳教育の推進（再掲）

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

学校園人権教育課
題研究事業

●学校教育に関わりの深い人権課題等について実践的研究を進め，その成果を各学校園の
人権教育の推進に生かす。
★「共生社会の実現を目指して～『障がいのある人』に関する学習を通して～」を研究主題に小
学校5校，中学校4校，特別支援学校1校で研究を行い，その研究成果を実践資料としてまと
め，市内の各教員へ配付した。
■継続して実施する。

515
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施策③－５　幼稚園教育の推進

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

143

幼稚園指導力アップ
支援事業

●経験が豊富で，優れた指導力や管理力をもつ退職園長等を幼稚園指導力アップ支援員とし
て任用し，園長や教諭等に指導方法や直面する課題等について指導・助言等の支援を行い，
教職員の指導力の向上を図る。
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実施。
■保育の質の向上のため，方法や時期を工夫しながら継続して実施する。

ー

幼稚園子育て支援
事業

●地域に開かれた幼稚園づくりを推進し，幼児に「生きる力」を育むとともに，「地域における幼
児期の教育センター」としての役割を果たし，積極的に子育ての支援を行う。
★コロナ禍においても内容や方法，時期等を工夫して，子育て支援を行った。また，カウンセ
ラーによる子育て相談を8拠点園で行った。
■幼稚園には，地域における幼児期の教育センターとしての役割が求められているため，継続
して実施する。

1,159

39,892

重
創

【拡大】公立幼稚園
３歳児保育・預かり
保育実施事業

再掲：重点１

●園児の心身の健全な発達を図るとともに，保護者の子育てを支援することを目的とし，保護
者が就労している場合などに保育時間を延長する預かり保育を実施した。また3歳児保育の実
施も継続している。
★預かり保育は実施園を23園とし，3歳児保育は33園で実施した。
■継続して実施する。

230,548

施策③－６　校種間連携の推進と学校問題の解決（再掲）

施策③－７　開かれた，信頼される学校園づくり

重
【新】交流保育事業

再掲：重点１

●多数の集団でないと経験できない活動を行い，自律性や社会性を身に付ける。
★年2回，園児数の少ない小規模12園程度実施する予定にしていたが，コロナ禍の影響で，2
園のみの実施となった。
■小規模の幼稚園児において，集団での交流活動により得られる自律性や社会性は，重要で
あり，活動を工夫し，継続して実施していく。

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重
創

【拡大】地域連携に
よる学校支援事業

再掲：重点３，施策⑧－
１，⑩－７

●地域全体で学校教育を支援する体制を整え，生涯学習の成果を活かした地域住民による
学校支援活動を推進することにより，子どもたちの豊かな人間性を涵養するとともに，地域の教
育力の活性化を図る。
★小学校区49か所，中学校区20か所，支援学校区1か所，高等学校区1か所で事業を実施
した。ボランティア登録人数は6,042人，延べ201,854人のボランティアが学習支援や環境整
備，地域活動などの学校支援活動に参加した。
■実施校拡大を図りながら継続して実施する。
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教育センター研修事
業

●中核市の教員研修機関として，教職経験年数別研修講座及び課題別研修講座を実施す
る。
★「働き方改革」の視点や初任者研修の制度変更に伴い，令和2年度から教職経験年数別研
修等悉皆研修の実施方法について見直しを行っている。法定研修である初任者研修は100人
を対象に15回，中堅教諭資質向上研修は95人を対象に10回の実施をした。年間83回の集
合研修を計画していたが，当初の予定通り実施できたのは20回，新型コロナウイルス感染症予
防のため日時や会場，研修形態を変更して実施したものが52回，中止したものが11回であっ
た。十分な研修の場を提供することはできなかったが，本市の課題である学力向上，生徒指
導・不登校対策，特別支援教育の推進等にも重点を置き，研修内容の充実を図った。
■教員の急速な若年化に加え，新学習指導要領の実施等に伴う授業改革の実施が求められ
ていることから，研修の必要性は高まっており，継続して実施する。

638

研究指定事業

●当面する教育上の諸問題の解決を目指して，各校園種ごとの研究指定校が2年間の研究実
践に取り組み，研究の深化・充実を図り，本市の教育の進展に資する目的で実施する。
★小学校1校，中学校2校，高等学校1校を指定校とし，各校で研究内容を設定し，児童・生
徒の実態に応じた研究に取り組んだ。
■継続して実施する。

479

施策③－８　教職員の資質・指導力の向上

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

施策③－９　子どもの健康管理・安全管理体制の充実

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

学校健康管理事業

●幼児・児童・生徒が心身ともに健康であるために，定期健康診断を実施し，疾病異常の早期
発見，早期治療に努める。教職員の健康管理にも努め，健康診断の結果に基づいて適切な事
後措置を講ずる。環境衛生検査を実施し，健康的で快適な学習環境の確保に努める。
★学校医（内科・眼科・耳鼻科）170人，学校歯科医108人，学校薬剤師55人を委嘱し，児
童・生徒，教職員の定期健康診断を実施し，疾病の早期発見，早期治療と教職員にはストレス
チェックを実施し，心の健康管理に努めることができた。飲料水の水質検査等を実施し，適切な
環境の維持に努めた。
★日常において必要な医薬材料や新型コロナウイルス感染症対応に必要な物品を購入した。
■幼児・児童・生徒，教職員の健康管理のため，継続して実施する。

523,838

通学路安全推進事
業

●通学路における児童・生徒の安全を確保し，安心して通学することができるように対応を図
る。
★小学校・幼稚園に通学路・通園路及び園外活動移動経路の安全点検を指示し，各校園か
らの危険箇所の報告や修繕の要望について警察や道路管理者と共同して対策を講じた。
★中学校の通学路防犯灯について，修繕や設置等の要望を集約し道路管理者に依頼した。
■通学路合同点検について，来年度は保育園も対象として実施する。また，通学路の児童見
守り防犯カメラの設置事業については，県補助を活用して事業を実施する。

8,430

39



施策③－10　防災教育の推進
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区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

施策③－11　安全・安心な教育施設の提供と教育環境の充実

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重

【新】学校防災推進
事業

再掲：重点１

学校屋内運動場照
明ＬＥＤ化事業

●エネルギー効率の悪い水銀灯・メタルハライドランプが残っている学校の照明器具を計画的
にＬＥＤ照明に変更することにより，ＣＯ２の排出量を削減し省エネ化を図る。
★中庄小学校他3校の屋内運動場のＬＥＤ化を実施した。
■継続して実施する。

32,194

重

西阿知小学校校
舎・西阿知幼稚園
園舎建設事業

再掲：重点１

●校舎と園舎を合築して建設することにより，児童・園児数の増加に対応する。
★西阿知小学校・西阿知幼稚園複合施設建設工事が完了した。
■引き続き，旧幼稚園園舎を解体し，小学校のグラウンドを整備する。（令和3年度完成予定）
※重点施策1の事業名は，学校園等施設整備事業

1,797,907

281,245

ネットワーク・システ
ム整備事業

●学校園と生涯学習施設，教育委員会におけるネットワーク（校務用・教育用・図書館用）やそ
れを利用して使用する各システム（教育用システム・学校園事務ネットワークシステム・総合情
報配信システム・図書館システム等）の整備と保守を行い，セキュリティ確保及び業務の安定
稼働に努める。
★教育委員会が管理する校務用サーバ，Ｗｅｂサーバ，ファイアウォール等教育委員会拠点
サーバの機器更新し，セキュリティの確保された環境の中で安定的に業務が実施できるような
整備に努めた。また，教育委員会が管理するネットワーク及びシステムが安全な環境で安定的
に業務ができるように，運用支援と保守を行った。
■ネットワークセンターとして，各システムを始め，基幹サーバやネットワーク機器の安定した運
用ができるように継続して実施する。

152,245

重

西中学校木造校舎
保全事業

再掲：重点１

●西中学校の木造校舎を保全改修することにより，安全・安心な学習環境を提供する。
★西中学校木造校舎南校舎の保全改修工事が完了した。
■本事業は令和2年度で完了した。
※重点施策1の事業名は，学校園等施設整備事業

413,767

学校ＩＣＴ支援員委
託事業
【情報教育推進事
業】

●幼児・児童・生徒の防災意識を高めるとともに，災害時に命を守るための迅速かつ適切な行
動が取れるようになることを目的に防災教育を実施する。
★教育委員会が作成したカリキュラムをもとに，全市立小学校63校の3年生と5年生で防災教
育の授業を実施し，授業で使用する教材として倉敷市洪水・土砂災害ハザードマップ10,010
部，逃げキッド4,908部を配布した。
■令和3年度以降も市内全ての小学校の3年生，5年生において，カリキュラムに基づいた防災
教育を継続的に実施する。また，令和3年度に西中学校でモデル授業を行い，中学校における
防災教育のカリキュラムについて検討・作成する。

1,767

●小・中学校，特別支援学校にＩＣＴ支援技術を有した人員を派遣し，教員が授業において教
育用ソフトウェアやＩＣＴ機器等を活用した授業をする際の支援と教員に対する情報モラルの研
修を行うことで，教員のＩＣＴ活用指導力と情報モラルに対する意識の向上を図る。
★新型コロナウイルス感染症拡大により，派遣期間を短縮し，小・中学校，特別支援学校に1月
～3月の間でＩＣＴ支援員を合計177回派遣した。
■ＩＣＴ機器や学習支援ソフトウェアの活用を促すため，また，情報モラル教育に関する教員研
修の充実のために継続して実施する。また，ＧＩＧＡスクール構想で整備された機器の日常的な
管理について，支援を行うための人員確保など，事業の拡大を検討する。

3,566

教育用コンピュータ
整備事業

●小・中学校，高等学校，特別支援学校に整備しているコンピュータ等のＩＣＴ機器を計画的に
更新し，児童・生徒の情報活用能力の育成とＩＣＴを効果的に活用した分かりやすい授業の実現
を図る。
★小学校6校，中学校8校，高等学校1校のコンピュータ教室用機器の更新整備を実施した。
■コンピュータ教室や各教室に整備されている機器や児童・生徒1人1台端末を使って，ＩＣＴを
活用した学習が意欲的に進められるよう，効果的に活用するための支援を継続して実施する。
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●学力・学習状況調査の結果等から，論理的な思考力及び表現力の基盤となる「書く」能力の定着不足が，課題となっ
ている。これまでの施策を継続することに加え，「書く力」を伸ばすことに視点をおいた授業改善の支援が求められる。
●学校施設は，児童・生徒急増期の昭和４０年代後半から昭和５０年代に建てられたものが多く，これらの施設が一斉
に更新時期を迎えており，老朽化した施設の対策を強力に進めていく必要がある。
●夏季の異常な気温上昇や熱中症対策として，特別教室へのエアコン設置要望が高い。
●「ＧＩＧＡスクール構想」によりＩＣＴを活用した授業ができる環境の整備ができたことにより，今後は全教員が効果的に利
用できることが求められている。
●教育課程上，防災教育に使う時間が限られるため，児童も教職員も学習後に高まった防災意識をどのようにして継続
していくかが課題である。

創
奨学金給付貸付事
業

●卒業後に奨学金の返還の必要な貸付制度と返還の必要ない給付制度を通して経済的に修
学が困難な学生の支援を行う。
★平成29年度から卒業後，市内に居住し，市の指定する職種に就き市内で働くという条件を
満たせば返還金を最大で半額免除する返還一部免除型貸付を開始した。令和元年度から，
職業能力開発大学校生等を対象に加えた。
貸付53件23,640千円（うち返還一部免除型貸付17件7,920千円），給付123件10,120千円
を支給した。奨学基金への積立190千円。
■引き続き事業を実施する。

35,123

重

●学校運営協議会制度の導入により地域の力を学校運営に生かす「地域とともにある学校づく
り」を目指す。これにより子どもが抱える課題を地域ぐるみで解決する仕組みを構築し，質の高
い学校教育の実現を図る。
★令和2年度から市内の学校に学校運営協議会制度を正式に導入し，20校（幼稚園1園，小
学校10校，中学校8校，高等学校1校）が実施を始めた。
■引き続き学校や地域に対して学校運営協議会制度の周知を図るとともに，全校実施に向け
た取組を行う。

学校運営協議会制
度（コミュニティ・ス
クール）推進事業

再掲：重点３

基本施策③の「課題」「今後の取組方針」「学識経験者の意見」

課　　題

ー
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今後の取組方針

●学習指導要領で提唱されている「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善の支援や基礎学力の定着を目
指した施策の継続により，学力の向上及び，定着を図る。また，学力向上に係る学習支援員の効果的な導入の仕方に
ついても検討していく。
●学習支援ソフトの効果的な活用方法の提示，児童・生徒の課題に対応した「春休みの課題」の作成等「学力向上支
援事業」を推進する。また，各学力調査の分析結果をもとに，各学校の課題をもとに授業改善の視点を示すことで授業
力と学力の向上を図る。基礎学力の定着と「基礎・基本定着モデル事業」の効果の検証を継続する。
●児童・生徒の出欠管理や成績処理など事務の効率化を図るための機能を追加した学校園事務ネットワークシステム
を令和２年３月から運用を開始した。今後も活用を推進し，教員の負担軽減を図る。
●自主的に資質向上のために取り組んでいる教職員の割合が減少している原因の一つとして，教職員の多忙化が影響
していると考えられることから，教務のＩＴ化や教育課程の見直し，また，外部との電話対応の時間制限等を行うことにより
多忙化解消に向けた取組を進める。
●学校運営協議会制度は，学習指導要領に示されている「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて意義のある取
組の一つと考えており，全校実施に向けて積極的に導入を進めていく。
●職業能力開発大学校生等への貸付対象の拡大や，返還一部免除型貸付など奨学金制度の充実を図り，学びの意
欲をもつ学生の進学の後押しと若者の定住に向けた取組を進める。
●教員及び児童・生徒が日常的にＩＣＴの活用ができるように支援するとともに，授業で活用するデジタルコンテンツやソ
フトウエアの更新・整備を進めていく。
●「ＧＩＧＡスクール構想」で整備した高速大容量のネットワーク環境と児童・生徒１人１台端末について，学校内で児童・
生徒１人１台パソコンの活用が進むよう，教員向けの研修会開催や運用支援体制を継続して実施する。
●学校施設長寿命化計画に基づき，計画的に老朽改修を行うとともに，トイレの洋式化などにも計画的に取り組み，安
全で安心な学習環境を提供する。
●小中学校全ての普通教室にエアコンが設置されたことから，今後，特別教室について，優先順位をつけてエアコンの
設置を検討する。
●防災教育の授業だけでなく，普段から各教科・領域等，全教育活動を通じて防災意識を高める取組を行っていく。

学識経験者の意見

●学校教育の充実を図ることは，市教委にとっても極めて大きい命題であり，そのためには，施設・設備などの整備ととも
に，子どもたちの教育に携わる教職員の資質・能力を高め，どのように教育活動に取り組んでいくかが，重要な要因とな
るであろう。
●施設・設備面では，計画的な改修や，教室へのエアコン設置に取り組むとともに，ＧＩＧＡスクール構想のパソコンやネッ
トワークシステムの整備に取り組むなど，様々な学習環境整備に努めていることを大いに評価したい。教職員の指導力を
高めるための市教委としての研修も，幼稚園から小・中・高・特別支援学校に至るまで，教職員の経験等を踏まえた研
修等にも力を入れて計画的に取り組んだり，学校園の課題解決を進める研究指定の事業にも取り組むなど，様々な取
組を進めている。教職員の資質・能力の育成には，これらの義務的な研修も重要であるが，自ら主体的に取り組む自主
的な研修等が極めて重要であると考える。学校園の多忙化が叫ばれ，その改革も進められていると思うが，教職員一人
一人が自ら主体的に研鑽に取り組むような風土を，各学校園に一層根付かせるようにしていきたいものである。
●市教委では，各学校園での教育活動の充実を図るため，学力向上支援員，中学年の確かな学力向上支援員，放課
後学習支援員，学校ＩＣＴ支援員，地域連携によるボランティア支援員など，各種の支援員が学校園を応援する取組を
進めている。市費負担の部分もかなりあると思われるが，是非，継続的な取組にしていっていただきたいものである。
●教育での取組は，子どもたちにどのように反映されているかを評価していくことが重要になってくる。学力・学習状況調
査などの調査結果を真摯に分析し，それらについて校園内で教職員の共通理解を図り，指導の改善に生かしていくＰＤＣ
Ａの取組を継続していくことが，教育の効果を高めていく上では欠かせないことである。
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障がいのある子どもが，適切な教育や保育が受けられる体制を整える

教育企画総務課，学事課，指導課

基本施策④

担当部署

施策に対する考え方

　障がいのある子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち，一人一人の教育的ニーズを把握
し，そのもてる力を高め，生活や学習上の困難を改善又は克服するため，適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育を推
進します。
　また，障がいのある子どもが，それぞれのライフステージに応じた一貫した支援を受けることができ，将来自立して生活していける
よう，関係機関や団体などと連携した支援体制や進路指導の充実を図ります。

数値目標

評価指標（総合計画　指標）
目指す
方向性

算出方法

特別支援教育に関する学習会・研修会への教職員の参
加者数(人/年度)

特別支援教育に関する学習会，研修会へ参加した教職員の数
※R2の目標値を，1,000人から2,000人に変更する。

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

特別支援教育を必要とする児童生徒への相談・指導体
制が充実してきていると思う教職員の割合

教職員対象のアンケート調査で，「特別支援教育を必要とする児童・生徒への
相談・指導体制が充実してきていると思いますか。」という設問に対し，『とてもそ
う思う』『そう思う』と回答した人の割合。（R2総回答者数＝679）
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平成30年7月豪雨災害，

新型コロナウイルス

感染症により，学習

会・研修会が中止さ

れたことに影響を受

ける。

平成30年7月豪雨災害

新型コロナウイルス

感染症の影響大
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倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

特別支援教育について理解が進んでいると思う人の割
合

市民アンケート調査における属性で，小学生，中学生がいる人で，「障がいのあ
る幼児・児童・生徒を指導・支援する特別支援教育について知っていますか。」
という設問に対して『知っている』と回答した人の割合。（R2総回答者数＝73）
※H23は，「特別支援教育について理解が進んでいると思いますか。」という設
問に対して，『そう思う』『どちらかというとそう思う』と回答した人の割合。
※H24は，「特別支援教育について知っていますか。」という設問に対して，『聞
いたことがあり内容も知っている』と回答した人の割合。

倉敷市教育振興基本計画
評価指標

目指す
方向性

算出方法

個別の指導計画を作成している学校園

文部科学省12月実施の「特別支援教育体制整備状況調査」のうち，「発達障
害を含む障がいのある幼児・児童・生徒について個別に指導計画を作成してい
ますか。」という設問に対して「作成している」と回答した学校園の割合。（ただ
し，学校園の総数からは，発達障害を含む障がいのある幼児・児童・生徒が在
籍しない学校園数は除いている。）（R2対象学校園数＝138）
※R2の目標値を90％から100％に変更する。

倉敷市教育振興基本計画
評価指標

目指す
方向性

算出方法

特別支援教育コーディネーター研修会の受講者の満足
度

研修会終了後の教職員対象のアンケートで，研修会で「大変満足」と回答した
割合。（R2総回答者数＝141）
※特別支援教育コーディネーター：学校と外部関係機関との調整役，学校での
相談窓口及び研修の運営・推進役
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施策を推進する主な事業の評価

施策④－１　支援体制の確立と個に応じた支援の充実

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重
公

学校園生活支援員配
置事業

再掲：重点１

●障がいのある幼児・児童・生徒が落ち着いた学校園生活を送ることができるように生活支援員
が担任等と一体となり温かい支援を行い，教育活動の一層の充実を図る。
★豊富な社会経験や職業経験をもつ社会人を生活支援員として，幼稚園32人，小学校128
人，中学校28人，高等学校6人，特別支援学校10人を配置した。
■障がいのある幼児・児童・生徒は年々増加していることから，今後も，幼児・児童・生徒や学級
の実態に応じ，学校園生活支援員の配置やボランティアの活用による事業を実施する。

201,490

通級指導推進事業

●通級指導の充実，言語や情緒面で課題のある幼児・児童・生徒へ個別に指導することを目的
として実施する。
★幼児指導教室において10人，通級指導教室において小学校に12人，中学校に1人の非常勤
講師等を配置し，特別支援教育の充実を図った。
■継続して実施する。

※通級指導：通常の学級に在籍し，週1回程度通級指導教室での個々のニーズに応じて特別な
指導を受けること
※通級指導教室：通級指導を行う市内の6小学校と1中学校に設置した教室

56,625

特別支援教育専門家
派遣事業

●専門的知識を有する学識経験者，臨床心理士，作業療法士，言語聴覚士，福祉関係者等の
専門家スタッフが，学校園の要望や幼児・児童・生徒の実態に応じて継続的に学校園を訪問し，
指導助言等を行い，特別支援教育の一層の充実を図る。
★学校園派遣回数は，幼稚園22回，小学校136回，中学校47回，高等学校2回，特別支援学
校5回，その他19回で，合計231回（前年度比38回減）。依頼回数は，新型コロナウイルス感染
症の影響もあり，昨年度よりも下回ったが，1回あたりの相談件数や重篤なケースでの複数回の
訪問（依頼）も増えている
■学校園からのニーズが高く，年々，重篤なケースも増加傾向にあることから，継続して実施す
る。

577

施策④－２　適切な教育支援・就学相談の充実

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

就学相談員配置事業

●保護者及び学校からの相談に応じ，適切な就学相談，教育支援を進めるため，特別支援教
育推進室へ就学相談員を配置し，相談体制の充実を図る。
★特別支援教育推進室へ就学相談員を配置し，常時相談に対応するとともに，就学相談会を
全16回実施し，261組の親子が参加した。
■就学予定者と関わりの深い保健所や総合療育相談センター（ゆめぱる），児童発達支援セン
ター等との連携を強めながら継続して実施する。

※就学相談員：児童・生徒の実態に応じた教育の場について，保護者や学校から相談を受ける
職員

2,472

施策④－３　関係機関や団体などとの連携

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

特別支援教育推進事
業

●センター的機能を果たす特別支援学校への研修委託，啓発活動等を行い，特別支援教育の
一層の充実を図る。
★特別支援学校が，センター的機能を果たすために，公開講座を予定していたが，コロナ禍のた
め中止。巡回相談を2回実施した。
■特別支援教育に携わっている教員の研修の場になっていることから，継続して実施する。

331

特別支援教育大学連
携事業

●特別支援教育を専攻する学生が，小・中学校の特別支援学級等への人的支援（ボランティ
ア），特別支援教育に携わる教育を目指す学生の資質向上等，小・中学校と大学（学生）の双方
にとって有益な事業実施により，市内の特別支援教育の推進を図る。
★くらしき作陽大学子ども教育学部の学生（4回生）8人を，市内小学校7校に派遣した。派遣した
学校の報告書や参加学生の報告会等では，双方にとって有益な事業となったことが多く報告さ
れた。
■特別支援教育を専攻する学生に有意義であり，市内小中学生の特別支援教育の推進のため
に継続して実施する。

68
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課　　題

●特別支援学校，特別支援学級，通常学級，それぞれに在籍する特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒の増加や
認知，障がいの重度・重複化などにより，一人一人の状態に応じた適切な教育や支援，合理的配慮等のさらなる充実が
求められる。
●障がいのある幼児・児童・生徒一人一人の能力，適性などに対応し，その能力を最大限に伸ばすために教職員の資
質，指導力の向上が求められる。
●インクルーシブ教育の推進を図るために，適切な学びの場の検討や通常学級における特別支援の観点を取り入れた学
級運営，学校経営が求められる。
●障がいのある子どもが，自立した生活を送ることができるようにするために，個々の実態にあった進路指導の充実や就
労確保が求められる。

今後の取組み方針

●障がいのある幼児・児童・生徒一人一人の状態に応じた巡回相談や専門家派遣等をさらに充実させ，学校園への支援
に努める。さらに，ＩＣＴ機器を使っての効果的な活用を推進し，さらなる特別支援教育の充実を図る。
●特別支援学校，特別支援学級，通常学級それぞれに在籍する特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒の理解や支
援のために，個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成・活用・引継ぎを推進する。
●教職員の資質，指導力の向上を目指して，実践的な教職員研修の充実を図る。オンラインでの研修等，研修形態を
工夫し，より多くの教職員が研修を受けることができるように努める。
●特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒のキャリア教育や関係機関や団体などと連携して進路指導の充実を図るこ
とで，自立と社会参加を目指した特別支援教育を推進する。
●特別支援学校のセンター的機能や研修の内容をさらに充実させたり，地域の大学や専門施設との連携を進めたりする
ことで，教職員の専門性の向上を図る。

学識経験者の意見

●「個別の指導計画を作成している学校園」は１００％に達しており，一人一人に必要な支援が異なることの認識が十分に
周知されてきたと考える。
●「特別支援教育に関する学習会・研修会への教職員の参加者数」がコロナの影響から減少していることが課題である。
オンライン学習会・研修会の積極的な展開が期待される。
●学校園の教員・保育者が，一人一人の子どもに必要な支援を適切に認識し，個別指導を展開できるように，個別ケー
スに関する相談ができる特別支援教育専門家派遣事業を回数・予算とともに充実させることが期待される。

基本施策④の「課題」「今後の取組み方針」「学識経験者の意見」
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市民の健全な食生活を推進する

保健体育課，倉敷中央学校給食共同調理場

所
属

保
健
体
育
課

倉
敷
中
央
学
校
給
食

共
同
調
理
場

基本施策⑤

担当部署

施策に対する考え方

　子どもの頃から豊かな自然の恵みによって得られる「食」を大切にする心の育成や，バランスのとれた食生活へ
の改善に向けた取組を行います。
　また，給食における地場産物の利用を高めるなど，子どもの発達段階に応じて「食」に関する指導の充実を図っ
ていきます。

数値目標

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

学校給食の地場産食材使用品目の割合
岡山県産品目数/全使用品目数×100　※調査期間中(6月，
11月の各第3週)のものが対象

施策を推進する主な事業の評価

施策⑤－１　食に関する指導・啓発

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

学校給食運営事
業

●安全・安心な学校給食を児童・生徒に提供する。
★単独・親子方式の学校（58校）の給食調理場の施設・備品の管理運営を行い，
給食を実施した。安全かつ安心な学校給食の推進を図るため，調理場の施設や
備品の修繕及び衛生管理に努めた。
■継続して実施する。

929,937

共同調理場管理
事業

●安全・安心な学校給食を児童・生徒に提供する。
★共同調理場の施設設備及び給食備品の管理運営を行い，給食を提供した。給
食の実施により，児童・生徒の健康増進に寄与した。倉敷中央学校給食共同調
理場においては，調理業務等を民間委託することにより，安定した調理場運営を
確保し，学校給食を安全・確実に提供した。また，動画教材等による食育指導を
実施し，望ましい食習慣を養う等食育を推進した。
■継続して実施する。

469,546
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保
健
体
育
課

●食物アレルギーを有する児童・生徒と他の児童・生徒が，発達段階に応じて互いの違いを認め合い助
け合う中で，みんなが同じように給食時間を楽しみ，食を通して成長していくことを目指す。
●学校における食育を推進させるために，継続的に教科等の指導や給食時の指導を行う。
●安全・安心な学校給食の提供を行う。
●地産地消を推進し，使用した地場産食材について，給食指導や関連する教科等の授業の中で，児童・
生徒への食育に生かす。
●食の循環や環境を意識した食育を推進し，豊かな自然の恵みによって得られる食を大切にする心の育
成に取り組む。

学識経験者の意見

学校給食における
食育の推進

●児童・生徒が，「食」の正しい知識を身に付け，健康な食生活ができることを目
指す。
★倉敷市教育委員会の食育指導方針を作成し，教科等・給食の時間における食
に関する指導と個別的な相談指導を体系的に進めていくことができるよう，指導資
料等の作成に着手した。
■食の循環や社会環境を意識した食育を，教職員全員で実践していけるよう教
材等を充実させていく。

511

●「学校給食の地場産食材使用品目の割合」の減少に対しては，地域の伝統料理に基づく献立を積極
的に導入することによって，結果として地場産食材の使用が増加すると考える。
●地域の伝統料理については，教科教育，例えば小学校３年生の社会科における地域学習，小学校６
年生の歴史学習など重点的な学習領域を決め，さらに家庭科や体育科との連携による教科横断的な取
組が期待される。
●また地域の伝統料理については，特別活動における定例行事や総合的な学習の時間といった教科外
教育における定例的な学習の機会も必要である。

基本施策⑤の「課題」「今後の取組み方針」「学識経験者の意見」

課　　題

●学校における食育の推進を図るため，栄養教諭・学校栄養職員は専門性を生かし，食に関する指導の
全体計画の作成や実践等で中心的な役割を果たすとともに，家庭や地域との連携・調整で要としての役
割を果たすことが求められている。
●安全・安心な学校給食を提供するために，さらなる衛生管理の徹底と，異物混入の防止などに努める
ことが必要。
●献立作成等に留意し，地場産物の活用を推進するとともに，地域の優れた伝統的な食文化について
の理解を深める等の食育の充実を図ることが求められている。
●食物アレルギーを有する児童・生徒が，その発達段階に応じて食の自己管理能力を身に付けるよう支
援することが必要。
●食品の廃棄が大量の食品ロスを発生させ，環境へ大きな負荷をかけている。食料資源や環境へ意識
を向けることができるよう，食育の推進が必要。

今後の取組み方針
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安心とゆとりをもって，楽しく子育てできる環境を整える

生涯学習課，中央図書館

基本施策⑥

担当部署

施策に対する考え方

　子育ての不安や悩みを解消し，安心とゆとりをもって子育てを楽しめるよう，子育てをサポートする環境を整え
ます。
　また，子育てに関する情報の提供や相談体制の充実を図ります。

数値目標

倉敷市教育振興基本計画
評価指標

目指す
方向性

算出方法

家庭教育学級参加者数
家庭教育学級に参加した人の数（延べ人数）

※地域団体は子どもを含む全参加者数

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

楽しく子育てできていると感じている人の割合

就学前児童を持つ保護者，小学生を持つ保護者へのアンケート
調査(倉敷子ども未来プランアンケート（Ｈ26までは次世代育成
支援後期行動計画アンケート））で，「子育ては楽しいですか。」と
いう設問に対して，『楽しい』と回答した人の割合。
※Ｈ24までは，市民アンケート調査における属性で，就学前また
は小学生を養育している人で，「楽しく子育てできていると感じて
いますか。」という設問に対して，『感じている』と回答した人の割
合。
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新型コロナウイルス

感染症の影響大
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所
属

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
課

中
央
図
書
館

家庭教育学級開
設事業

再掲：施策⑦－１

●保護者や地域住民を対象に，集団で学習する家庭教育学級を開設し，健全
で明るい家庭づくりと家庭の教育力向上を図る。
★地域団体や幼稚園ＰＴＡの13団体に家庭教育学級を委託した。親子の体験
活動や参加者が意見交換しながら家庭教育を学ぶ講座など，46講座を開講
し，延べ2,007人が参加した。（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，講
座数・参加者ともに大幅に減少）
■事業内容を改善しつつ，継続して実施する。

1,075

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

子どもセンター事
業

再掲：施策⑩－１

●情報誌の発行や子育て支援情報の発信により，家庭教育を支援する。
★情報誌「パワフルキッズ」を年4回発行し，各種イベント情報等を周知したほ
か，親子で楽しめるイベントを年3回開催し，合計262人が参加した。（新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため，イベントが3回中止となった。）
■今後も引き続き，親子の体験活動の場の提供に努める。

2,830

施策を推進する主な事業の評価

施策⑥－１　子育てに関する情報提供や相談体制の充実

子育て支援コー
ナー整備事業

●資料の充実により，子育てをしている人の支援を図る。
★平成21年度から中央，水島，児島，玉島，船穂，真備図書館の6図書館に
子育て支援コーナーを設置している。全館では，1,458冊購入し，12,369冊を
配置するとともに，赤ちゃん向け絵本コーナーに0～2歳児向け絵本を923冊購
入し，6,725冊を配置した。
令和3年1月に復旧した真備図書館では子育て支援コーナーに956冊，赤ちゃ
ん絵本を607冊購入した。（全体の内数）
■利用者ニーズを的確に捉えながら，継続して実施する。

－
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課　　題

●「子どもセンター事業」は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響でイベントが減少していることから，イ
ベントボランティア希望者を育成する場が減少しており，新規ボランティア定着の機会を十分に得られて
いないという課題がある。
●家庭教育学級の実施については，元々参加者が減少傾向であったが，新型コロナウイルス感染症拡
大防止による募集定員の減や開催中止により，参加者がさらに減少している。

今後の取組方針

●子どもセンターは，情報誌「パワフルキッズ」やホームページを通じて，引き続き体験活動や子育てに
関する情報発信を行う。ボランティアは引き続きホームページ等で募集するほか，子どもセンター内の協
力体制の見直しを図りながら，より効率的な運営に努めていく。
●家庭教育学級については，令和３年度からの新たな取組として，小学校の入学説明会など保護者が
必ず集まる機会に合わせてワークショップ（岡山県作成の「親プロ」）を実施してより多くの保護者の参加
を促すほか，既存の学級運営では，オンラインによる学級運営も提案するなど，参加しやすい学級運営
を検討していく。

学識経験者の意見

●「新型コロナウイルス感染拡大防止」を理由とする数値目標の低下が気がかりである。コロナ対応も３
年目となり，ウイズ・コロナの段階に入った現在においては，オンラインやＷＥＢによる積極的な情報発信
および情報吸収が不可欠である。また，電話相談の機会を増やすなど，感染を防ぐ方法による子育てに
関する情報提供や相談体制の充実化が期待される。

基本施策⑥の「課題」「今後の取組方針」「学識経験者の意見」
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地域社会全体で子どもを守り育てる

情報学習センター，生涯学習課，市民学習センター

基本施策⑦

担当部署

施策に対する考え方

　「倉敷市子ども条例」の理念を尊重し，学校，家庭，地域の連携を図り，地域社会全体で子どもを守り育てるた
め，子ども会，ＰＴＡ，青少年を育てる会などの社会教育関係団体の活性化を推進します。
　あいさつ運動や地域での声かけを推進し，地域社会全体で子どもを守り育てる意識の高揚を図ります。

数値目標

倉敷市教育振興基本計画
評価指標

目指す
方向性

算出方法

放課後子ども教室に参加したボランティア数
各学校からの報告を市で集計

※H27中間年に評価指標を新設

5,601 5,043 5,586

19,357
16,516

19,264
20,234

23,743

20,794

23,468

12,092

25,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

人

実績値 目標値

新型コロナウイルス
感染症により，放課

後子ども教室が中
止・縮小されたこと

に影響を受ける。

新型コロナウイルス

感染症の影響大

52



所
属

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
課

家庭教育学級開
設事業

再掲：施策⑥ー１

●保護者や地域住民を対象に，集団で学習する家庭教育学級を開設し，健全で
明るい家庭づくりと家庭の教育力向上を図る。
★地域団体や幼稚園ＰＴＡの13団体に家庭教育学級を委託した。親子の体験活
動や参加者が意見交換しながら家庭教育を学ぶ講座など，46講座を開講し，延
べ2,007人が参加した。（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，講座数・参
加者ともに大幅に減少）
■事業内容を改善しつつ，継続して実施する。

1,075

施策を推進する主な事業の評価

施策⑦－１　次世代をはぐくむ地域の教育力の向上

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

9,069

よい子いっぱい基
金運営事業

●「よい子いっぱいのまち倉敷」の実現を目指して，基金を活用し，5種の青少年
健全育成事業を実施した。
★市内24中学校と支援学校で行われる立志式を助成した。また，善行のあった
児童・生徒や優秀な成績を収めた児童・生徒を表彰する「よい子強い子表彰」で
は，個人32人，24団体を表彰した。特別な支援が必要な児童・生徒の作品展で
ある「倉敷っ子なかよし作品展」では，3,095点を展示した。子どもの豊かな情操を
育むことを目的とした「よい子いっぱい芸術鑑賞」では，市内在住・在学の0歳から
中学3年生までの子どもたち221人を無料招待した。自分の考えを言葉で表現し
発表する場を提供する「中学生弁論大会」では，28名の中学生が競った。
■新たな助成先を検討しつつ，継続して実施する。

※5種の青少年健全育成事業:中学生立志式記念事業助成，よい子強い子表
彰，倉敷っ子なかよし作品展助成，よい子いっぱい芸術鑑賞助成，中学生弁論
大会助成

3,271

成人式記念事業

●新成人の門出を祝福し，市民意識の高揚や社会人としての自覚を促す。
★新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たず中止し，代替策として，恩
師からのビデオレター，成人式実行委員会からのメッセージ動画，「新成人の誓
い」動画を市ホームページで公開した。準備していた展示物（なまこ壁の横断幕，
倉敷魅力スポット紹介カード，装飾風船）は，美観地区の倉敷館に展示した。
■令和4年度から民法改正による成年年齢引下げに伴い，名称は「二十歳（はた
ち）の集い」へ変更するが，事業は継続して実施する。

3,974

●地域で青少年健全育成に取り組んでいる「青少年を育てる会」の活動に対し，
支援を行う。
★「青少年を育てる会」が実施する青少年健全育成事業や家庭教育推進事業に
要する経費に対し，補助金を交付した。各中学校区で実施する家庭教育講演会
には，4,067人が参加した。また，倉敷市青少年を育てる会指導者・少年補導委
員合同研修会を，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため人数制限の上実施
し，116人が参加した。
■青少年健全育成活動の振興のため，関係団体と連携を取りながら，継続して
実施する。

放課後子ども教室
推進事業

再掲：施策⑧－２

●子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け，地域の方々の参画を得
て，勉強やスポーツ・文化活動等を行う。
★63小学校区で実施。実施日数は，合計2,219日，子ども延べ174,002人とボラ
ンティア延べ12,092人が参加した。
■必要に応じて活動内容を見直し，継続して実施する。

5,358

こどもまつり実施事
業

●健全な遊びや体験活動を通して交流を深めるとともに，団体の活動をＰＲするな
ど，青少年団体の活性化を図る。
★ライフパーク倉敷で開催予定の「第42回倉敷市こどもまつり」は，新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため，中止した。
■新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点を踏まえ，「新しい生活様式」を取り
入れながら，継続して実施する。

－

青少年健全育成
団体支援事業
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ＩＣＴを活用した学
習支援事業

●放課後子ども教室と放課後児童クラブの連携を進めるため，各放課後子ども教
室に整備されているタブレットを活用し，放課後プログラムの拡充を促進する。
★要望のあった学区の放課後子ども教室や児童クラブでのタブレット活用のため
の研修会及び，安全かつ円滑にタブレットの操作を行うためのＯＳのアップデート作
業，学校が希望する学習用ソフトウェアのタブレットへの設定について，計画はあっ
たが，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。
■整備したタブレットが有効に活用されるように各学区からの要請に応じた研修会
やソフトウェアの設定を実施していく。

－

子ども会支援事業

再掲：施策⑧－２

●次世代を担う子どもたちを心豊かにたくましく成長させるために活動している「倉
敷市子ども会連合会」を積極的に支援する。
★健全な子どもの育成を目的とした子ども会運営のため，補助金の支給などを行
うことにより，集団指導者養成講習会やスポーツフェスティバルなどの倉敷市子ど
も会連合会の活動を支援した。
■継続して実施する。

2,096

●「新型コロナウイルス感染拡大防止」を理由とする数値目標の低下が気がかりである。文部科学省による
ＧＩＧＡスクール構想の動向を踏まえつつ，子ども１人にＰＣ１台といった情報化と，高速通信ネットによるグ
ローバル化に対応できる地域社会の教育力が逆に必要となっている。例えば，「ＩＣＴを活用した学習支援
事業」では，地域においてネット・トラブルに関する相談体制を構築するなど，スマホ・ネイティブ世代の実
態に即した支援の展開が考えられる。

基本施策⑦の「課題」「今後の取組方針」「学識経験者の意見」

課　　題

●「青少年健全育成団体支援事業」では，市内２６中学校区に設置された「青少年を育てる会」がそれぞ
れの地域の実情にあわせて特色ある活動を展開しているが，異なる中学校区の連携や，学校・家庭・青少
年健全育成関係団体との連携を更に深め，地域社会全体で協力し合うことのできる環境を整備する必要
がある。
●「放課後子ども教室推進事業」では，事業に関わるボランティアと次代を担うコーディネーターの不足が
課題である。

今後の取組方針

●「青少年健全育成団体支援事業」では，青少年健全育成・家庭教育学級活動や研修会などで活用可
能な情報を各中学校区へ提供し，新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮しながら活動の活性化を図
る。また，少年補導委員連絡会との合同研修会等を通じて関係団体の取組を学ぶと共に，多様な青少年
問題・地域課題解決のテーマを取り扱うことで，指導者のさらなる資質向上に努める。
●「放課後子ども教室推進事業」では，活動内容や活動方法の見直し・検討を進めるとともに，ボランティ
アの養成研修も充実させ，保健福祉局が開設する放課後児童クラブとの交流や連携にも努める。

学識経験者の意見
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学校，コミュニティ，家庭が連携し，子どもの健全育成を推進する

生涯学習課，青少年育成センター，市民学習センター

基本施策⑧

担当部署

施策に対する考え方

　子どもの学びや成長を育む場は，学校，家庭，地域の中にあります。学校，家庭，地域が連携・協力して，地域の中で子ど
もたちが安心し，様々な体験・交流活動などを行う場づくりを設けるなど地域ぐるみで子育てを支援するとともに，学校教育を
支援する仕組みづくりを進めます。

数値目標

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

子どもの学校での教育について，学校，家庭，地域の
連携ができていると思う人の割合

市民アンケート調査で「子どもの学校での教育について，学校，家庭，地域
の連携ができていると思いますか。」という設問に対して，『できている』『どち
らかというとできている』と回答した人の割合。
（R2総回答者数＝859）

評価指標（総合計画　指標）
目指す
方向性

算出方法

学校で活動している地域のボランティアの数

各学校からの報告を市で集計

※H27「倉敷みらい創生戦略」策定にあたり目標値を再設定した。
　また，実績値に挨拶運動等の学校外での活動も含めることとした。
※R2の目標値を100,000人を200,000人に変更する。
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倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

学校・家庭・地域が連携した事業に参加した子どもの
数(人/年度)

放課後子ども教室へ参加した子どもの数

※H24までは，「いきいき子ども支援の会主催事業，放課後子ども教室へ
参加した子どもの数」。H25より，いきいき子ども支援推進事業を放課後子
ども教室事業に統合した。
※H27「倉敷みらい創生戦略」策定にあたり目標値を再設定した。

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

いろいろな年齢の人たちが参加・連携して，地域の活
動を行っていると感じている人の割合

市民アンケート調査で「いろいろな年齢の人たちが参加・連携して，地域の
活動をおこなっていると感じていますか。」という設問に対して，『感じている』
と回答した人の割合。
（R2総回答者数＝859)

※H21(基準値)は「いろいろな年齢の人たちが参加・連携して，地域の活動
を行っていますか。」という設問に対して，『行っている』と答えた人の割合。
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施策を推進する主な事業の評価

施策⑧－１　効果的な学校支援活動と地域と学校の一体感の醸成

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重
創

【拡大】地域連携に
よる学校支援事業

再掲：重点３，施策③－
７，⑩－７

●地域全体で学校教育を支援する体制を整え，生涯学習の成果を活かした地域住民による
学校支援活動を推進することにより，子どもたちの豊かな人間性を涵養するとともに，地域の
教育力の活性化を図る。
★小学校区49か所，中学校区20か所，支援学校区1か所，高等学校区1か所で事業を実施
した。ボランティア登録人数は6,042人，延べ201,854人のボランティアが学習支援や環境整
備，地域活動などの学校支援活動に参加した。
■実施校拡大を図りながら継続して実施する。

39,892

施策⑧－２　青少年の健全育成施策の推進

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

「生きる力」支援事
業

●不登校及びその傾向にある子どもたちの「生きる力」の育成に努め，自立を支援するととも
に，保護者の心理的負担を軽減することを目的に実施した。
★自宅に引きこもることなく，地域社会との接点として開設した「居場所」には，延べ266人が
参加した。また，保護者の心理的負担を軽減するため「保護者の集い」を年7回開催し，延べ
39人の参加があった。さらに，学校・家庭とは異なる環境の中での体験の場を提供することを
目的に，8月と9月に「さわやかデー」を実施し，17家族36人の参加があった。
■受託団体と協議しながら，継続して実施していく。

※居場所：公民館や児童館の一角を利用して用意した不登校の児童・生徒が集えるフリース
ペース

1,058

青少年健全育成推
進大会実施事業

再掲：⑩－７

●倉敷市における，青少年の健全育成に対する市民意識の高揚を図る。
★第43回倉敷市青少年健全育成推進大会は，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
中止したが，講演会のみ少人数で行い，その様子をテレビ放映した。また，講演会等を収録し
たＤＶＤを各中学校区青少年を育てる会及び関係者へ配布した。
■青少年健全育成活動従事者や市民のニーズを取り入れながら，継続して実施する。

444

放課後子ども教室
推進事業

再掲：施策⑦－１

●子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け，地域の方々の参画を得て，勉強やス
ポーツ・文化活動等を行う。
★63小学校区で実施。実施日数は，合計2,219日，子ども延べ174,002人とボランティア延
べ12,092人が参加した。
■必要に応じて活動内容を見直し，継続して実施する。

5,358

青少年育成セン
ター非行防止活動
事業

●青少年の健全な育成保護のために，関係機関及び団体等と連絡調整を図り，青少年の非
行を防止するとともに，非行青少年の補導に努める。
★補導員による街頭補導を実施し，1,247人を補導した。相談活動では，電話・メール・来所
相談を実施し，相談件数は，746件であった。広域列車補導や学校警察連絡協議会等の青
少年健全育成活動を行うとともに，関係機関との連携を深めた。
■非行防止，不審者対策，環境浄化活動，相談等，地域と協力しながら青少年健全育成活
動を継続して実施する。

54,839

子ども会支援事業

再掲：施策⑦－１

●次世代を担う子どもたちを心豊かにたくましく成長させるために活動している「倉敷市子ども
会連合会」を積極的に支援する。
★健全な子どもの育成を目的とした子ども会運営のため，補助金の支給などを行うことにより，
集団指導者養成講習会やスポーツフェスティバルなどの倉敷市子ども会連合会の活動を支
援した。
■継続して実施する。

2,096
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基本施策⑧の「課題」「今後の取組方針」「学識経験者の意見」

課　　題

●「地域連携による学校支援事業」，「放課後子ども教室推進事業」では，実施学区の拡充に伴い，市内全体の活
動ボランティアは増えているが，ボランティアの高齢化や共働き世帯の増加，人口減少等により，今後も学区ごとの
登録ボランティアが増えにくい傾向がある。また，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，たびたび事業が中止
となり，ボランティアが活躍できる場や地域と子どもたちとの交流の機会が大幅に減少した。
●「「生きる力」支援事業」では，「さわやかデー」について，日帰り事業として今後の事業展開を検討する必要があ
る。
●「青少年育成センター非行防止活動事業」では，倉敷少年サポートセンター等，青少年の健全育成に取り組む
団体との連携をさらに深めていく必要がある。

今後の取組方針

●「地域連携による学校支援事業」，「放課後子ども教室推進事業」では，活動内容や活動方法の見直し・検討を
進めるとともに，ボランティアの養成研修も充実させたい。また，地域の組織・団体との連携が進むよう，普及活動に
努め，実施学区の拡充を図る。
●全国的に「学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）」の導入が進んでいることから，引き続き実施校の拡充
に努めるとともに，成果や課題を検証・改善し，学校や地域の実情にあった効果的な取組となるよう研究を進める。
●「「生きる力」支援事業」では，「さわやかデー」について，子どもたちの関心をひくような体験の場の提供方法を検
討する。
●「青少年育成センター非行防止活動事業」では，青少年を育てる会と合同研修会を開催し，青少年健全育成関
係団体同士が交流し，様々な課題の解決に向けて，連携をより深めたい。

学識経験者の意見

●「生きる力」支援事業について，特に「居場所」の継続維持を評価する。「居場所」は「登校や就業の促し」でなく，
生きる力に働きかけながら人間関係を構築したり，生活を立て直すことに着目した若者自立支援である。
●青少年健全育成推進大会実施事業について，大会はコロナ禍のため中止となったが，講演会の少人数実施，テ
レビ放映，ＤＶＤ配布を評価する。
●放課後子ども教室推進事業について，コロナ禍においても一定の役割をはたしたことを評価する。
●青少年育成センター非行防止活動事業について，長年にわたり補導から相談活動まで幅広い活動を実施してき
たことを評価する。これまでもインターネット環境の激変により非行防止活動に新たな対応を迫られてきたと推察す
るが，来るべきSociety5.0においては非行問題が仮想空間に移行することが予測されるので今後益々の研究が要
求される。
●子ども会支援事業について，コロナ感染拡大防止に配慮しながらスポーツフェスティバルを実施したことを評価す
る。様々な取組が中止になり，世の中全体が消沈する中で青少年に対する励ましになったと推測する。
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子どもたちが緑や生き物などの自然にふれながら，学べる機会を提供する

自然史博物館，生涯学習課

数値目標

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

自然にふれる活動に参加している子どもの数(人/
年度)

少年自然の家の利用者(乳幼児＋小中学生)，自然史博物館主催の自
然観察会等の屋外活動，冒険遊び場，親子水辺教室，海辺教室，こど
もエコライフチャレンジ，環境学習センター主催の屋外活動への参加児
童・生徒数
※H21は，こどもエコライフチャレンジへの参加者ではなく，自然エネル
ギーキャラバンへの参加者数を計上した。
※H25より環境学習センター主催の屋外活動への参加者数を追加した。

基本施策⑨

担当部署

施策に対する考え方

　子どもたちが成長する中で，豊かな自然とふれあう自然体験活動を経験することは，豊かな心を醸成していく上で重
要なことです。
　自然体験活動の機会を充実するとともに，自然とふれあうことのできる施設の整備を行います。
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少年自然の家建て替えの

ため閉所（R2.1月～R4.3

月末まで）したこと及び

新型コロナウイルス感染

症により，屋外活動が中

止されたことに影響を受

ける。

少年自然の家建て替え

による閉所の影響大
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自
然
史
博
物
館
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課

所
属

自
然
史
博
物
館

事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性
決算額
(千円）

自然史博物館調
査研究，標本・文
献等収集，展示，
特別展事業

再掲：施策⑩－２

●市民の教養文化の向上に寄与することを目的として，自然に関する資料の収集，保
管，調査研究をするとともに，その成果を展示する。
★主な実績は次のとおり。
1　調査研究事業…研究報告36号の発行。専門誌等への寄稿111件。
2　標本・文献等収集保管事業…標本等約7,600点の受け入れ，文献等2,717点の登
録。脊椎動物グループ（標本作製ボランティア）の活動支援。
3　展示事業…「新着資料展」，「野鳥の色鉛筆画と剥製のコラボ展」などを実施。
4　特別展事業…第29回特別展「岡山県のレッドデータ生物2020」は会期を変更して開
催し，岡山県における野生生物の危機的状況を広く紹介。観覧者数6,126人。
■様々なニーズへの対応及び新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点を踏まえ，「新
しい生活様式」を取り入れて継続実施する。

4,482

自然史博物館教
育普及，まつり事
業

再掲：施策⑩－２

●次世代における人材育成に貢献することを主眼として，学校園等団体及び市民への
学習支援を行う。また，市民協働による事業として11月3日に自然史博物館まつりを開
催する。
★主な実績は次のとおり。（数字は参加者数，カッコ内は野外活動における中学生以下
の人数）
1　教育普及事業…各種観察会等の参加者計2,082（188）人。[内訳：自然観察会351
（102）人，博物館講座173人，特別展関連講座48人，自然の標本なんでも相談会26
人，動物研究会　中止，むしむし探検隊延べ123（17）人，植物教室17（5）人，手作り
教室延べ152人，折り紙教室　中止，スライド映写会32人，昆虫標本作り体験教室12
人，出前講座等1,148（64）人]。レファレンス件数1,033件。
2　自然史博物館まつり事業…第20回「11月3日は自然史博物館まつり」の開催は新型
コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止とし，その代替として「秋冬スペシャル」と
題し，感染症対策を講じた上で，規模を縮小したワークショップや講座を11～2月の期間
で分散して開催した。250（3）人。
■様々なニーズへの対応及び新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点を踏まえ，「新
しい生活様式」を取り入れて継続実施する。

460

重
創

【新】高梁川流域
出前自然史博物
館事業

再掲：重点２，施策⑩
－２

●高梁川流域住民全体の自然に関する興味・教養を高めることを目的とし，これまでに
蓄積された情報や資料を活用した教育普及行事や移動可能な標本展示を流域各地で
実施する。
★主な実績は次のとおり。
1　自然観察会「高梁川流域自然たんけん」は，新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため関係市と調整する中で開催は中止。
2　小型展示ユニット「まちかど博物館」の更新（60台すべての解説パネル更新，10台の
展示物を高梁川流域関連のテーマに更新）。新規利用実績は，14施設32台。
3　「まちかど博物館」の広報リーフレットの作成，配布。
■高梁川流域の市町と連携し，継続実施する。

137

施策を推進する主な事業の評価

施策⑨－１　自然体験活動の機会の充実

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

冒険遊び場支援
事業

●民間団体が実施している「冒険遊び場」の活動を支援することによって，自然体験活
動機会の充実を図る。
★毎月第3日曜及び夏休み2日間連続開催を合わせて，計11回開催し，505人（大人
205人,子ども300人）が参加した。
　2月と3月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。
■今後も支援を継続する。

102

施策⑨－２　自然とふれあう施設の充実

区
分
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重
創

少年自然の家ＰＦＩ
施設整備事業

再掲：重点３，施策⑩
－３

●昭和51年の建設から40年以上が経過し施設が老朽化したため，ＰＦＩ事業による建替
え等を行い，令和4年4月の供用開始を目指している。
★少年自然の家施設整備のための設計・建設に係るモニタリング等支援業務を行った。
　 令和2年5月から既存施設撤去，10月からメイン棟建築開始。
■令和4年3月までに施設整備を行い，同年4月から令和19年1月までＳＰＣが指定管理
者として施設管理・運営を行う。

※ＳＰＣ : 特別目的会社（Ｓｐｅｃｉａｌ Ｐｕｒｐｏｓｅ Ｃｏｍｐａｎｙ）の略
参画する各企業が内部資産を切り出し，特定の事業だけを実施するために設立した会
社のこと。

8,120

●閉所期間中（令和2年1月1日～令和4年3月）の所内を良好な状態で維持管理す
る。
★主な実績は，次のとおり。
供用開始（令和4年4月1日）までは，市が施設管理を行うため，作業員を配置し，清掃
を行うなど，適切な管理を行った。
■令和4年3月まで，施設の維持管理のため，美化清掃を継続する。

16,119

少年自然の家施
設の管理・整備・
美化事業

自然史博物館管
理運営事業

再掲：施策⑩－３

●施設・設備の適切な維持管理，効果的な広報活動，博物館協議会の開催，アンケー
トの実施等を通じて，安全・快適で利用しやすい環境整備や利用者増に努める。
★主な実績は次のとおり。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休館中，ツイッターやインスタグラム等，
ＳＮＳを活用した積極的な広報活動を実施，博物館協議会の開催，コロナ対策として館
内トイレ照明の人感センサー化，展示映像システム等修繕。
■新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点を踏まえ，「新しい生活様式」を取り入れな
がら環境整備に努め施設・設備の適切な維持管理を行う。

18,965
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●

●社会が情報社会から超スマート社会へと向かい一層ハイテク化が進む中にあって，身の回りの自然や実物と
関わるような子どもたちの活動が，近年減少の傾向にある。その上に，令和２年度からは，これまでも経験したこ
とのない新型コロナウイルス感染症の拡大という状況になり，人との接触を避けるため，不要不急の外出自粛が
求められる中において，「自然に触れる活動に参加している子どもの数」という評価指標の調査結果が大きく下
がっていることはやむを得ないことと考える。
●こうした社会の状況や，戸外に出て自然と関わる活動等がしにくい子どもたちの生活実態だからこそ，コロナ
禍が収束したら，できるだけ屋外に出て，子どもたちを取り巻いている自然の中でのびのびと遊んだり，自然など
と触れ合ったりすることに取り組ませたいものである。そのためには，自然と関わったり自然の中で遊んだりする
活動の楽しさや，自然の神秘さ，すばらしさなどを，子どもたちや保護者等に体験していただくことが重要である
といえよう。そうしたことの積み重ねが，子どもたちや保護者などの意識を，身の回りに向けさせるようになってい
くと考える。
●これまで，多くの人々が自然と関わり様々な体験活動等を楽しむことができた施設である「少年自然の家」の
建替えを進めたり，老朽化した「自然史博物館」の建替え整備の計画も推進されようとしている。こうした時期に
は，施設が使えなくてもできるような，今回新規に始められた高梁川流域出前自然史博物館事業のような取組
をしていくことが重要であると思う。関係者の英知を結集して，こうした活動が一層広がるようになることが期待さ
れる。

基本施策⑨の「課題」「今後の取組方針」「学識経験者の意見」

●自然史博物館は，築約５０年が経過して建物の老朽化が進んでいる。ライフパーク倉敷に移転し，建替え整
備を進める方向で検討する必要がある。
●少年自然の家は，ＰＦＩ事業による建替え等を行っている。令和４年４月の供用開始に向けて，受託事業者と
の調整を図りながら遅滞なく実施する必要がある。

今後の取組方針

●自然史博物館については，平成３０年度に策定した運営方針及び資料収集方針をふまえて，中期計画を作
成し，目標の達成に向けて自己評価を行っており，自然史博物館が強みとする豊富な収蔵資料を，展示だけ
でなく教育や研究など多方面から積極的かつ有効に活用してもらうよう努める。
●自然史博物館の建替え整備については，多くの設備を共用する中央図書館の移転時期に合わせて移転が
行えるよう準備を進める。
●少年自然の家施設整備運営については，ＰＦＩ手法を活用した施設の更新及び指定管理方式による運営に
よって，利用者の増加を目指し，より魅力的な事業の実施に取り組むとともに，財政負担の縮減及び利用者の
安全確保やサービス水準の向上等を図る。

学識経験者の意見

課　　題
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一人一人が生涯を通して行う学習を支援するとともに，生涯学習による地域の

活性化を推進する

指導課，生涯学習課，中央図書館，美術館，自然史博物館，市民学習センター，科学センター

基本施策⑩

担当部署

施策に対する考え方

　子どもから高齢者まで誰もが楽しみ生きがいをもって暮らすことができるよう，いつでもどこでも学ぶ環境づくりを進め
るとともに，その成果を活かすことができる生涯学習社会の実現に向けた取組を行います。
　また，地域住民にとって身近な学習拠点である公民館，図書館などの生涯学習施設の充実と利便性の向上を図り
ます。

数値目標

倉敷市教育振興基本計画
評価指標

目指す
方向性

算出方法

生涯学習活動に対して関心がある人の割合

※生涯学習に関する市民アンケート調査を隔年で実施している。
・Ｈ22の基準値は，18歳以上の市民1,000人を無作為抽出して実施し
たアンケート結果（回答率30.8％）で「たいへん関心がある」「少し関心
がある」と答えた人の割合
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倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

自分が参加したいと思う講座や活動があると思う人
の割合

市民アンケート調査で「公民館やライフパーク倉敷などに自分が参加し
たいと思う講座や活動がありますか。」という設問に対して，『十分ある』
『まあまあある』回答した人の割合。
（R2総回答者数＝859）

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

公民館，図書館等で開催される生涯学習講座へ
の参加者数(人/年度)

市民学習センター(視聴覚業務含む)，基幹・地区公民館，図書館で開
催される生涯学習講座受講者数

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

生涯学習講座の情報を知りたいときに，簡単に入
手することができていると思っている人の割合

市民アンケート調査で「生涯学習講座の情報を知りたいときに，簡単に
入手することができていますか。」という設問に対して，『できている』『ど
ちらかというとできている』と回答した人の割合。
（R2総回答者数＝859）

35.4 33.2 30.4 32.2 30.7 32.8 33.4 33.7 29.8 31.4 29.0 

46.0 

57.0 

0

10

20

30

40

50

60

H21 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

%

実績値 目標値

36,099

35,750

36,742

36,889

36,264 36,517

35,464 37,601

24,960

28,565

7,733

43,800

54,200

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H21 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

人

実績値 目標値

35.6 35.3
31.3

35.9
30.8 32.3 34.8 35.2 30.3

31.0 33.0 

49.0 

61.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

H21 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

%

実績値 目標値

平成30年7月豪雨災害，

新型コロナウイルス感

染症により，生涯学習

講座が中止・縮小され
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倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

市民一人当たりの市立図書館の貸出数(点/年度)

図書の年間貸出点数/市の人口　※図書(視聴覚・雑誌を含む)の年
間貸出点数(団体を含む)とは，中央・水島・児島・玉島・船穂・真備の
図書館(ライフパークを除く)，移動図書館，公民館図書室の総貸出点
数

倉敷市教育振興基本計画
評価指標

目指す
方向性

算出方法

市立図書館レファレンスサービス件数

市立図書館（ライフパーク倉敷図書室を除く）レファレンスサービス件数
※レファレンスサービス：図書館利用者が求める資料や情報などを効率
よく入手できるように，図書館職員が援助するサービス。

※振興計画策定時，カウント方法がH23以降と違っていたため，H21基
準値「6,102件」，H27目標値「6,300件」，R2目標値「6,500件」となっ
ていた。
※H28目標値を大きく上回っているため，最終目標値を4,700件から
7,500件に変更。

倉敷市教育振興基本計画
評価指標

目指す
方向性

算出方法

子ども読書活動推進ボランティア数（市立図書館で
の登録者数）

子ども読書活動推進ボランティア数（市立図書館での登録者数〈ライフ
パーク倉敷図書室を除く〉）
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平成30年7月豪雨災害，

新型コロナウイルス感

染症により，図書館を

臨時休館したことに影

響を受ける。

平成30年7月豪雨災害

新型コロナウイルス

感染症の影響大
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施策を推進する主な事業の評価

施策⑩－１　学習意欲向上に向けての意識啓発と情報提供

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

子どもセンター事
業

再掲：施策⑥－１

●情報誌の発行や子育て支援情報の発信により，家庭教育を支援する。
★情報誌「パワフルキッズ」を年4回発行し，各種イベント情報等を周知したほか，親
子で楽しめるイベントを年3回開催し，合計262人が参加した。（新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため，イベントが3回中止となった。）
■今後も引き続き，親子の体験活動の場の提供に努める。

2,830

生涯学習推進事
業

●市民の自主的な学習活動に対する支援と市政に関する理解・意識啓発を図る。
★市の行政活動を分かりやすく伝えるため，市職員が地域に出向く出前講座を実
施した。4月に広報のためパンフレットを作成し，全戸配布した。延べ192講座を開講
し，6,399人の参加があった。
■新たな学びの機会の提供方法を検討しながら，継続して実施する。

639

施策⑩－２　それぞれの学習意欲に対応できる多様な学習機会の提供

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

生涯学習活動推
進事業

●市民の多様な学習ニーズに対応した講座の開催や地域・社会が抱える様々な課
題の解決へのきっかけとなるような学習機会を提供する。
★新型コロナウイルス感染症拡大で，予定していた多くの講座が開講できず，内容
を変更し，感染症対策を講じながら，コロナ禍でも学習してもらえる講座やイベントを
提供した。10月下旬以降で120講座開講し，1,706人が受講した。
■学んだ知識を地域や家庭へ活かしてもらう（還元してもらう）ことを念頭において企
画し，コロナ禍ならではの課題や地域が抱える問題，課題の共有や解決につながる
講座の充実を図っていく。

305,479

子ども読書活動推
進事業

●第4次子ども読書活動推進計画により，子どもの読書意欲向上を図る。
★各図書館で倉敷市子ども読書活動推進講座を13講座実施し，281人が参加し
た。読み聞かせボランティアの育成のために各図書館で入門（初級）講座を5回実
施し，21人が参加した。また，昨年度に引き続きこども読書通帳の配布を行った。
■「家族ふれあい読書」を推奨し，家族が本を通してふれあいを持てる行事を実施
する。また，それに適した資料のリストを作成，配布する。図書館を使った主体的な
学習への支援を行う。「くらしき子ども司書」を養成する講座やこども読書通帳の配
布により，読書意欲向上を図る。

77

いきいきパスポー
ト事業

●倉敷市の小中学生が，倉敷市の文化に親しむとともに，生涯学習の場と体験活
動の機会をもてることを目的に，いきいきパスポートを作成し配布した。
★いきいきパスポートを提示することで，市内社会教育施設27か所で，土・日・祝日
及び振替休日の入館料が免除になるようにした。また，スタンプラリーを実施し，利
用拡大を図った。倉敷市在住の小中学生5,064人が利用した。
■市内在住の小中学生へ，子どもの体験活動の場と機会を提供するため，継続し
て実施する。

475

66



生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
課

自
然
史
博
物
館

自
然
史
博
物
館

自
然
史
博
物
館

創
高梁川流域パス
ポート事業

●高梁川流域7市3町の小学生が，郷土の文化に親しむとともに，流域全体を郷土
ととらえる視点をもてることを目的に，高梁川流域パスポートを作成し配布した。
★流域パスポートを提示することで，高梁川流域圏域の社会教育施設63か所で，
土・日・祝日及び振替休日の入館料が免除になるようにした。また，スタンプラリーを
実施し，利用拡大を図った。7市3町の小学生1,750人が利用した。
■小学生に高梁川流域圏域の魅力を発信し，市町の交流を促進するため，継続し
て実施する。

837

重
創

高梁川流域学び
直し支援事業

再掲：重点２

●高梁川流域圏内の15歳から39歳までの方を対象として，自発的に社会とつなが
りを持ち，就労等へと結び付けられるようカウンセリング・学習支援・居場所の提供を
実施する。
★くらしきシティプラザ西ビル5階に開設した「まなびばippo(いっぽ）」で実施。男女
50人の新規利用登録があった（うち，倉敷市在住者は38人）。カウンセリングに延べ
116人（家族含），学習支援に延べ1,371人，居場所に延べ306人の利用があっ
た。
　また，夜間学び直し事業では，延べ505人の利用があった。
■利用者が次の一歩に進めるよう，受託団体と協議しつつ，実施していく。

9,130

自然史博物館教
育普及，まつり事
業

再掲：施策⑨－１

●次世代における人材育成に貢献することを主眼として，学校園等団体及び市民
への学習支援を行う。また，市民協働による事業として11月3日に自然史博物館ま
つりを開催する。
★主な実績は次のとおり。（数字は参加者数，カッコ内は野外活動における中学生
以下の人数）
1　教育普及事業…各種観察会等の参加者計2,082（188）人。[内訳：自然観察
会351（102）人，博物館講座173人，特別展関連講座48人，自然の標本なんでも
相談会26人，動物研究会　中止，むしむし探検隊延べ123（17）人，植物教室17
（5）人，手作り教室延べ152人，折り紙教室　中止，スライド映写会32人，昆虫標
本作り体験教室12人，出前講座等1,148（64）人]。レファレンス件数1,033件。
2　自然史博物館まつり事業…第20回「11月3日は自然史博物館まつり」の開催は
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止とし，その代替として「秋冬スペ
シャル」と題し，感染症対策を講じた上で，規模を縮小したワークショップや講座を
11～2月の期間で分散して開催した。250（3）人。
■様々なニーズへの対応及び新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点を踏ま
え，「新しい生活様式」を取り入れて継続実施する。

460

重
創

【新】高梁川流域
出前自然史博物
館事業

再掲：重点２，施策⑨
－１

●高梁川流域住民全体の自然に関する興味・教養を高めることを目的とし，これま
でに蓄積された情報や資料を活用した教育普及行事や移動可能な標本展示を流
域各地で実施する。
★主な実績は次のとおり。
1　自然観察会「高梁川流域自然たんけん」は，新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため関係市と調整する中で開催は中止。
2　小型展示ユニット「まちかど博物館」の更新（60台すべての解説パネル更新，10
台の展示物を高梁川流域関連のテーマに更新）。新規利用実績は，14施設32
台。
3　「まちかど博物館」の広報リーフレットの作成，配布。
■高梁川流域の市町と連携し，継続実施する。

137

自然史博物館調
査研究，標本・文
献等収集，展示，
特別展事業

再掲：施策⑨－２

●市民の教養文化の向上に寄与することを目的として，自然に関する資料の収集，
保管，調査研究をするとともに，その成果を展示する。
★主な実績は次のとおり。
1　調査研究事業…研究報告36号の発行。専門誌等への寄稿111件。
2　標本・文献等収集保管事業…標本等約7,600点の受け入れ，文献等2,717点
の登録。脊椎動物グループ（標本作製ボランティア）の活動支援。
3　展示事業…「新着資料展」，「野鳥の色鉛筆画と剥製のコラボ展」などを実施。
4　特別展事業…第29回特別展「岡山県のレッドデータ生物2020」は会期を変更し
て開催し，岡山県における野生生物の危機的状況を広く紹介。観覧者数6,126人。
■様々なニーズへの対応及び新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点を踏ま
え，「新しい生活様式」を取り入れて継続実施する。

4,482
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施策⑩－３　それぞれの学習の拠点となる生涯学習施設の機能充実

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

図書館図書購入
事業

●生涯学習拠点として市民の多角的な学習への支援や課題解決を図るため，ま
た，誰もが読書活動を楽しむため，組織的に資料を収集する。
★収集基本方針に基づき，図書館全体で一般書83,010冊，児童書32,014冊を購
入した。なお，子育て支援，農業・ビジネス支援のほか闘病記コーナーや高齢者の
ための資料の充実に努めた。
■引き続き，子育て支援，ビジネス支援等の資料充実に努める。また，ＳＤＧｓ等時
代情勢や市民ニーズに合った図書を購入する。

84,046

創
高梁川流域図書
館相互利用推進
事業

●図書館の利便性向上及び圏域の文化発展に資する。
★高梁川流域圏域7市3町の全ての公立図書館で，図書などの貸出・返却の相互
利用サービスを実施した。本市図書館の利用実績は，本市以外からの利用者延べ
1,806人，貸出冊数延べ6,270冊であった。圏域全体では，当該市（町）外からの利
用者延べ21,104人，貸出冊数延べ98,889冊となった。
■圏域全体の利用は定着しており，継続して実施する。

884

自然史博物館管
理運営事業

再掲：施策⑨－２

●施設・設備の適切な維持管理，効果的な広報活動，博物館協議会の開催，アン
ケートの実施等を通じて，安全・快適で利用しやすい環境整備や利用者増に努め
る。
★主な実績は次のとおり。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休館中，ツイッターやインスタグラム
等，ＳＮＳを活用した積極的な広報活動を実施，博物館協議会の開催，新型コロナ
ウイルス感染症対策として館内トイレ照明の人感センサー化，展示映像システム等
修繕。
■新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点を踏まえ，「新しい生活様式」を取り入
れながら環境整備に努め施設・設備の適切な維持管理を行う。

18,965

生涯学習環境整
備事業

●市民の生涯学習実践ニーズに応えるため，必要な施設・設備の整備を行う。
★玉島北公民館ほか空調機修繕及び福田南公民館ほか屋外照明設備修繕等を
行った。また，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，公民館のトイレ人感セン
サー化修繕等を行った。
■今後も引き続き，市民にとってより利便性の高い施設になるように施設・設備の整
備を行っていく。

26,916

ＥＳＣＯ事業

●施設の省エネ改修による光熱水費削減分で，設備更新・維持管理費用を賄う。
★ライフパーク倉敷で平成27年度，倉敷公民館及び玉島図書館で令和2年1月よ
りＥＳＣＯ事業の運用を開始し，省エネ効果を発揮させることができた。
■ライフパーク倉敷で令和11年度，倉敷公民館及び玉島図書館で令和16年12月
まで継続して実施する。

65,868

重
創

公民館施設整備
事業

再掲：重点３

●老朽化した琴浦公民館の建替えを行う。
★令和元年度から設計・施工一括発注方式（デザイン・ビルド方式）により進めてき
た建替事業が令和3年2月に完了した。
■令和2年度で完了。

174,768

宇宙劇場運営事
業

●科学及び科学技術の知識の普及・啓発を図る。
★プラネタリウム，全天周映画の一般投映，学習投映（主に学校団体）を行った。
25,920人が宇宙劇場に入場した。また，科学センター全体の年間利用者数は，新
型コロナウイルス感染症対策のため2か月臨時休館したことと，再開後に入場制限
を行ったこと等により，前年度より114,343人少ない61,477人であった。
■リニューアルした最新のプラネタリウムの機能を活かしつつ，時流の科学や天文の
話題をうまく捉えた番組作りを行い，継続して実施する。

38,958
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創

少年自然の家ＰＦＩ
施設整備事業

再掲：重点３，施策⑨
－２

●昭和51年の建設から40年以上が経過し施設が老朽化したため，ＰＦＩ事業による
建替え等を行い，令和4年4月の供用開始を目指している。
★少年自然の家施設整備のための設計・建設に係るモニタリング等支援業務を
行った。
　 令和2年5月から既存施設撤去，10月からメイン棟建築開始。
■令和4年3月までに施設整備を行い，同年4月から令和19年1月までＳＰＣが指定
管理者として施設管理・運営を行う。

※ＳＰＣ : 特別目的会社（Ｓｐｅｃｉａｌ Ｐｕｒｐｏｓｅ Ｃｏｍｐａｎｙ）の略
参画する各企業が内部資産を切り出し，特定の事業だけを実施するために設立した
会社のこと。

8,120

施策⑩－４　喜びや充実感を感じる生涯学習の仕組みの構築

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重

地域還元型講座
実施事業
【生涯学習活動推進
事業】

再掲：重点２

●地域の課題やニーズの把握を行い，学んだ成果を地域へ還元できる講座を行
う。（予算・決算は「生涯学習活動推進事業」の予算・決算額に含む）
★「初心者のための災害時にも役立つ安全なキャンプの楽しみ方」，「地元産！ばら
寿司を作ろう！」など学んだ成果を地域へ還元できるような講座を実施した。
■内容を検討しながら，継続して実施する。

－

施策⑩－５　それぞれの学習成果を地域で活かせる環境の整備

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重

地域情報発信事
業
【生涯学習活動推進
事業】

●地域ごとの特性を考慮した情報発信を行う。（予算・決算は「生涯学習活動推進
事業」の予算・決算額に含む）
★地域の情報を各公民館に掲載するなどして，情報発信を行ったほか，自分たちの
住む地域について学ぶために，「ぶらり真備あるき～吉備真備と歴史あふれる町の
魅力」，「連島のまちかど歴史探訪～都羅の小径を歩く～」等の講座を行った。ま
た，地域の特産品（旬の食材）を使った料理や伝統料理を作る講座を行うなど日常
生活に生かすことのできる内容のものを実施した。
■内容を検討しながら，継続して実施する。

－

施策⑩－６　地域でともに生きるための学習の推進

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重

地域力向上講座
実施事業
【生涯学習活動推進
事業】

再掲：重点２

●地域の実情や課題の把握に努め，地域力の向上を支援する。（予算・決算は「生
涯学習活動推進事業」の予算・決算額に含む）
★「高校生と一緒に考えよう私たちのまちの防災」，「被災地を見て学んだこと」など
地域力向上につながる講座を実施した。
■内容を検討しながら，継続して実施する。

－

市
民
学
習
セ
ン
タ
ー
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施策⑩－７　次世代をはぐくむ地域の教育力の向上（再掲）

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

重
創

【拡大】地域連携
による学校支援事
業

再掲：重点３，施策③
－７，⑧－１

●地域全体で学校教育を支援する体制を整え，生涯学習の成果を活かした地域
住民による学校支援活動を推進することにより，子どもたちの豊かな人間性を涵養
するとともに，地域の教育力の活性化を図る。
★小学校区49か所，中学校区20か所，支援学校区1か所，高等学校区1か所で
事業を実施した。ボランティア登録人数は6,042人，延べ201,854人のボランティア
が学習支援や環境整備，地域活動などの学校支援活動に参加した。
■実施校拡大を図りながら継続して実施する。

39,892

青少年健全育成
推進大会実施事
業

再掲：⑧－２

●倉敷市における，青少年の健全育成に対する市民意識の高揚を図る。
★第43回倉敷市青少年健全育成推進大会は，新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止したが，講演会のみ少人数で行い，その様子をテレビ放映した。また，
講演会等を収録したＤＶＤを各中学校区青少年を育てる会及び関係者へ配布し
た。
■青少年健全育成活動従事者や市民のニーズを取り入れながら，継続して実施す
る。

444

親育ち支援講座
実施事業
【生涯学習活動推進
事業】

●家庭教育の大切さや家庭として果たすべき役割などを学ぶ親育ちを支援する。
（予算・決算は「生涯学習活動推進事業」の予算・決算額に含む）
★「やる気をくすぐる言葉がけを学ぼう！」，「強い体をつくる！子どものためのスポー
ツ栄養学」等の講座を開催し，該当世代の親育ち支援を行った。
■講演会・講座の内容を検討しながら継続して実施する。

－

施策⑩－８　多様な主体と連携した生涯学習の推進

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

くらしき市民講座
実施事業
【生涯学習活動推進
事業】

●市の他部局や大学，社会教育団体など多様な主体と連携し，子育てや環境問
題など地域や社会の様々な課題解決や地域づくりを支援する。（予算・決算は「生
涯学習活動推進事業」の予算・決算額に含む）
★「子どもとどう向き合う！親子でイヤイヤ期を乗り越えよう！」，「包んで結んでくらし
を豊かに～ふろしきエコバックをつくろう!」など市の他部局等と連携し，くらしき市民
講座として企画・実施した。
■継続して実施する。

－

重

大学との連携によ
る学校等支援事
業

再掲：重点２

●くらしき作陽大学及び倉敷芸術科学大学との人材交流や，連携協力した地域の
魅力発信事業を行うことにより，教員及び学生の資質・能力の向上並びに地域活性
化の実現を図る。
★（美術館）12月に倉敷芸術科学大学の博物館実習を実施。学生9名が参加。
　（自然史博物館）倉敷芸術科学大学と連携し，自然観察会の運営及び博物館展
示のメンテナンス作業を行った。また，講師として大学教員及び学芸員を相互に派
遣し人材交流を図った。
■引き続き，継続実施する。

－
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課　　題

●「地域還元型講座実施事業」，「地域力向上講座実施事業」の「生涯学習活動推進事業」では，市民の学
習要求に応えられるよう企画しているが，申込人数が定員に満たないことがある。
●市立図書館では，「子ども読書活動推進事業」，「図書館図書購入事業」などにより，生涯学習の場として
図書館の利用促進等を実施している。新型コロナウイルス感染症対策の影響で，「高梁川流域図書館相互
利用推進事業」，図書館全体の入館者，貸出数はともに減少している。
●「高梁川流域学び直し支援事業」については，新規利用者への対応や，増加傾向にある１０代後半の利用
者のうち，特に高校不登校や中退した利用者への対応が課題である。
●自然史博物館では，多様な学習機会の提供に必要なマンパワー等の確保が課題となっている。また，新型
コロナウイルス感染症拡大によりＳＮＳを使った発信やサービス提供の必要性が高まっており，デジタル化を積
極的に進める必要がある。
●科学センターでは，宇宙や天文への関心をより一層高めるために，新プラネタリウム投映機器の機能を活か
した番組を提供し，「宇宙劇場運営事業」を充実させていく必要がある。

今後の取組方針

●「生涯学習活動推進事業」では，市民の学習要求に応えるため，市内外の講座情報や時事案件等を研究
し，講座の充実に努める。また，多くの方に講座を知っていただくため，幅広く広報を実施する。
●図書館の利用増加について，今以上のＰＲを行い，新規登録者を増やすように努める。
●子どもの読書意欲向上を図るため，第４次子ども読書活動推進計画に沿った事業を実施し，子どもが本を
楽しみ，自主的に読書を行う環境をさらに整備することを目指す。
●「高梁川流域学び直し支援事業」では，受託団体ほかボランティアや支援者と連携し，利用者同士での仲
間づくりを始めとした，人と関わることが楽しいと感じる魅力ある場所づくりを行うとともに，高校卒業資格取得を
目指すなど，次のステップへ導く取組を行っていく。
●自然史博物館については，友の会や大学などをはじめ館外の多様な主体との連携を一層強化することで，
相互協力による学習機会の充実に努める。またボランティアの能力・技能向上を図るとともに主体的な活動を
拡大・促進する。
●リニューアルしたプラネタリウム投映機器の機能を活かした番組を提供することで，科学及び科学技術の知
識の普及・啓発を図り，宇宙や天文への関心をより一層高めるよう宇宙劇場運営事業を充実させていく。

基本施策⑩の「課題」「今後の取組方針」「学識経験者の意見」
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学識経験者の意見

●子どもセンター事業について，コロナ禍においても感染拡大防止対策を工夫しながらイベントの一部を実施
できたことを評価する。コロナ禍において子どもたちに希望を与える活動であったと推測する。
●生涯学習推進事業（市職員を講師として派遣）について，コロナ禍においても感染拡大防止対策を工夫し
ながら１９２講座を実施できたことを評価する。特に座学などは等間隔で同じ方向を向いて座り，全員無言の
まま聴講し，講座終了後は速やかに帰宅するのでコロナ感染の波が小さい時には感染防止対策を十分にした
うえで開講可能と考える。
●生涯学習活動推進事業について，コロナ感染の大きな波が押し寄せた６月以降は講座全面中止となった
が，コロナ感染の波が一段落した１０月以降に１２０講座開講できたことを評価する。
●子ども読書活動推進事業について，子ども読書活動推進講座，読み聞かせ入門講座，子ども読書通帳，
家族ふれあい読書，くらしき子ども司書と多彩な活動に取り組んでいることを評価する。
●いきいきパスポート事業について，いきいきパスポートは市内在住の小・中学生が，土・日・祝日及び振替休
日に対象施設(美術館や博物館など)で提示すると，本人の入館料が無料になる仕組みである。近年，「７・８
月は平日も入館料が無料，市立中学生は生徒手帳の提示でも可」となり，充実していることを評価する。
●高梁川流域パスポート事業について，高梁川流域パスポートは圏内の小学生が，土・日・祝日及び振替休
日に対象施設(美術館や博物館など)で提示すると，本人の入館料が無料になる仕組みである。倉敷市だけ
でなく新見市・高梁市・総社市・早島町・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・笠岡市の小学生も対象とするもの
であり，子どもの頃から周辺自治体に親しみと関心を持つための良い機会である。
●図書館図書購入事業について，図書館は国民に読書習慣を広めてきた社会教育施設であり，誰もが読書
を楽しめる生涯学習の拠点として重要な役割を担っている。本年度も蔵書を一般書８万冊超，児童書２万冊
超の拡充したことを評価する。
●高梁川流域図書館相互利用推進事業について，個々の図書館での図書購入と管理維持には限界があ
る。また特定の図書館が所蔵している本も多い。圏域全体での利用者が延べ２万人超，貸出冊数が延べ１０
万冊に迫る実績はそのことを物語っている。圏域の人々への読書機会の提供に貢献している。
●生涯学習環境整備事業について，空調，照明，トイレ等は快適に社会教育施設を利用するために必須の
設備であり，老若男女から整備に関する要望は多いと推察する。今後もアンケート等で要望を聴取して整備す
る必要があると考える。
●ＥＳＣＯ事業への取組について評価する。ＥＳＣＯ（Energy Service Company）事業とは省エネ改修にかかる
費用を光熱費等の削減から賄う仕組みである。年々予算が厳しくなる中，ＥＳＣＯによって費用を捻出するとい
う努力を評価する。
●宇宙劇場運営事業について，更新されたプラネタリウムを十分に活用して充実した企画を展開していること
を評価する。
●地域情報発信事業について，倉敷市内の各地域はそれぞれの特色や課題を有している。「ぶらり真備歩
き」は復興途上の真備町への応援になっている。また「連島のまちかど歴史探訪」は水島工業地帯の後背地
に日本人の伝統的生活が残っていることを再発見させてくれる良い企画である。今後も市内全地域を巡回し
ていくような企画の継続を期待する。
●親育ち支援講座実施事業の取組を評価する。家庭教育は教育の３本柱（学校教育・社会教育・家庭教
育）のうち，社会環境や家族関係の激変により最も難しい状況に直面していると言われている。親育ちの視点・
概念から家庭教育を支援することを期待する。
●くらしき市民講座実施事業について，市の他部局や大学，社会教育団体等と連携し，幅広い題材・テーマ
で開講していることを評価する。子育てや環境問題などの社会的課題から，歴史や文化など教養を高めるも
のまで市民のニーズに応える講座になっている。
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くらしき文化，芸術活動を振興する

美術館

基本施策⑪

担当部署

施策に対する考え方

　芸術文化は，心豊かな活力ある社会の形成にとって極めて重要な意義をもつものです。
　近隣の文化施設と連携し，市民が生涯を通じて気軽に芸術文化に接し，自主的な芸術活動を活発に行うこと
のできる環境を整備します。

数値目標

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画 指標）

目指す
方向性

算出方法

文化施設の利用者数(人/年度)
倉敷市民会館，芸文館，児島文化センター，玉島文化センター，
マービーふれあいセンターの利用者総数

評価指標
目指す
方向性

算出方法

市立美術館の利用者数（人/年度） 市立美術館の利用者総数（貸施設利用者数を含む）

524,311

620,065

605,085

612,538

597,015
561,194

608,230

595,475

507,539

450,793

96,931
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マービーふれあいセン

ターの休館（H30.7月～

R3.6月まで）及び新型コ

ロナウイルス感染症によ

る施設の利用制限に影響

を受ける。

平成30年7月豪雨災害

新型コロナウイルス

感染症の影響大

新型コロナウイルス感染

症により，美術館が臨時

休館したことに影響を受

ける。

新型コロナウイルス

感染症の影響大
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施策を推進する主な事業の評価

施策⑪－１　内外の優れた美術品にふれる機会の提供

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

展覧会事業

●優れた美術作品を鑑賞する機会を広く市民に提供することにより，市民の美術
に関する知識及び教養の向上に資する。
★アニメのキャラクターデザイナー，イラストレーターとして活躍する高田明美の作
品約200点を紹介する「高田明美展　Angel Touch」など3回の特別展と「池田遙
邨ベストセレクション」など7回のコレクション展を開催し，20,860人の観覧があっ
た。(観覧者数は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため美術館が臨時休館と
なり，展覧会期が短縮されたことなどから前年度より減少。）
■より多くの市民に鑑賞してもらえるよう企画内容を検討し，広報に力を入れ，継
続して実施する。

10,851

美術作品収集活
動事業

●郷土作家等の作品を収集することで，市民共通の財産である貴重な美術作品
を次世代に伝えていく。
★郷土ゆかりの日本画家・池田遙邨や洋画家の坂田一男，柚木久太ら20作家
43件(寄贈40件，管理替3件)を収集した。日本画，版画，陶芸，書など様々な
ジャンルの作品により，コレクションの充実につながった。
■郷土作家の系統的なコレクションづくりを目指して作品調査を行い，継続して実
施する。

449

施策⑪－２　市民が楽しみながら芸術活動を行える機会や場所の提供

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

美術館教育普及
事業

●多くの市民に美術に親しんでもらうため，各種実技講座やワークショップをはじめ
とする制作体験やギャラリートークなどの理論学習を行う機会を提供し，美術はも
とより広く芸術の普及に努める。
★初心者対象の講座を中心に実技講座を7講座実施したほか，教養講座として
国の登録有形文化財に認定された美術館の建物に関する講演会を開催した。
（参加総数1,709人。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実技講座は前期
を中止し，後期も定員を半減して実施したことなどから前年度より減少。）
■開催中の展覧会の内容に沿ったテーマでの講演会や身近な素材でのワーク
ショップなど，市民の参加意欲が高まるような内容の企画となるよう，継続して実
施する。

1,612

倉敷っ子美術展
開催事業

●次代を担う子どもたちの豊かな創造力と情操を養い，造形活動を支援するとと
もに，子どもたちの造形活動に対する市民の理解と認識を深める。
★市内の小中学生の作品を展示する第35回倉敷っ子美術展（令和3年1月29日
～2月14日）を開催した。出品点数10,264点で，6,253人が観覧した。(観覧者数
は新型コロナウイルス感染症の影響で，学校からの団体鑑賞が少なくなったことな
どにより観覧者数が前年度より減少。）
■さらに多くの保護者や一般市民にも鑑賞してもらえるように広報に力を入れ，継
続して実施する。

411
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所
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所
属

施策⑪－３　美術館に関する情報の発信

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

課　　題

美術館広報活動
事業

●より多くの市民に美術館の展覧会や所蔵品についての情報を提供する。
★展覧会や講演会，ワークショップなどの情報を掲載した催しもの案内を月1回作
成し配布するほか，ホームページで情報提供した。また，所蔵品の池田遙邨「芒
原」を使用したカレンダーを作製するほか，ホームページでは所蔵品の塗り絵や作
品解説映像をアップし，英文表記を増やした。
■より多くの方々に美術館に関心を持って美術に親しんでいただけるよう，ホーム
ページでの作品解説の充実やＳＮＳを活用した迅速で広範囲な情報発信の充実
に努める。

445

施策⑪－４　施設の整備と機能の充実

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

●年間を通して展覧会などのイベントを実施し誘客に努めているが，利用者は減少傾向にある。
●優れた作品を収蔵し，体系的なコレクションを構築するための予算の確保が難しい。
●美術館は，築約６０年が経過し，施設の老朽化が進んでいる。

今後の取組方針

●既存の事業に加えて，郷土にゆかりのある作家・作品の調査や，圏域の施設等との協力による展覧会
開催など，利用者の関心やニーズを踏まえた展覧会の企画・開催に努める。また，講座，ワークショップ，
ギャラリートーク，市内大学と連携したロビーコンサートなどを積極的に開催するなど，魅力ある美術館づく
りに努める。
●ＳＮＳの活用をはじめ広報媒体の多様化を図り，迅速で広範囲にわたる積極的なＰＲ活動に努める。ま
た，学校に向けた広報では，校園長会の場で展覧会鑑賞を依頼するなど，効率的で有効な広報の在り
方を検討していく。
●美術館の建物は，建築家・丹下健三による貴重な建造物であり，国の登録有形文化財となっている。
利用者が安全で快適に施設を利用できるよう，耐震改修など計画的に改修を行うとともに，本市の代表
的文化財としての保存活用を推進する。
●休館中の対応を含め，オンラインによる美術館のサービス提供を図る。

令和2年度事業なし

基本施策⑪の「課題」「今後の取組方針」「学識経験者の意見」
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学識経験者の意見

●展覧会事業について，従来より，郷土ゆかりの池田遥邨から現代作家まで幅広く企画展に取り組んで
いることを評価する。特に今年は高田明美のようなアニメキャラクターデザイナー，イラストレーターの企画
展にチャレンジしたことを高く評価する。若い世代が市立美術館に足を運ぶ機会になったと推測する。
●美術作品収集活動事業について，郷土ゆかりの日本画家池田遥邨，洋画家坂田一男，柚木久太など
の作品収集に地道に取り組んでいることを評価する。
●美術館教育普及事業について，従来より，実技講座，制作体験，ギャラリートークなど多くの市民，初
心者等に親しんでもらえる活動を展開していることを評価する。また懸案であった丹下健三設計の美術館
建物（旧倉敷市庁舎）が登録有形文化財に登録されたこともあり，「美術館建築に関する講演会」はタイ
ムリーであった。
●倉敷っ子美術展開催事業について，倉敷市は総合計画においても教育振興基本計画においても「子
どもから大人まで芸術に親しむ」という方針を掲げている。長い歴史のある「倉敷っ子美術展」をコロナ禍に
おいても開催方法を工夫しながら継続したことを評価する。
●美術館広報活動事業について，ＨＰに所蔵品の塗り絵のコーナーなど親しみやすい企画を設けるなど，
ＨＰやＳＮＳを活用した広報活動に取り組んでいることを評価する。
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くらしき文化の保存・継承と活用を図る

文化財保護課，埋蔵文化財センター

基本施策⑫

担当部署

施策に対する考え方

　市内には，全国に誇れる伝統的建造物群をはじめとする歴史遺産や歴史的町並み，史跡などの文化財があります。
　これらは，本市の歴史，伝統，文化を理解する上で，欠くことのできない貴重な資産であり，市民共有の財産として次世
代に継承するため，適切な保存と活用に努めます。

数値目標

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

子どもと一緒に地域の伝統行事に参加したことがあ
る人の割合

就学前児童を持つ保護者，小学生を持つ保護者へのアンケート調査(倉
敷子ども未来プランアンケート(Ｈ26までは次世代育成支援後期行動計画
アンケート調査))で，「子どもと一緒に地域の伝統行事に参加したことがあ
りますか。」という設問に対して『ある』と回答した人の割合。
※Ｈ24までは，市民アンケート調査における属性で，就学前または小学生
を養育している人で，「子どもと一緒に地域の伝統行事に参加したことがあ
りますか。」という設問に対して，『ある』と回答した人の割合。

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

後世に伝えたいと思うくらしき文化が大切に継承さ
れていると思っている人の割合

市民アンケート調査で「後世に伝えたいと思うくらしき文化が大切に継承さ
れていると思いますか。」という設問に対して，『継承されていると思う』『いく
らか継承されていると思う』と回答した人の割合。
（R2総回答者数＝859）
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新型コロナウイルス

感染症により，地域
の伝統行事が中止・
縮小されたことに影

響を受ける。

新型コロナウイルス

感染症の影響大

77



所
属

文
化
財
保
護
課

文
化
財
保
護
課

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

所
属

文
化
財
保
護
課

文
化
財
保
護
課

施策を推進する主な事業の評価

施策⑫－１　文化財の適切な保存と活用，継承

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

創
国指定重要文化
財　井上家住宅保
存修理事業

●国指定重要文化財である井上家住宅の保護に努める。
★文化庁とも協議しながら復原計画を決定し，主屋の造作工事，井戸蔵・三階蔵の解
体・保存修理工事を行った。防災設備整備事業については防災設備工事を行い，公開
活用事業については管理施設の工事を行った。
■令和4年度まで継続して実施する。

2,355

指定文化財保存
事業

●指定文化財の保存管理に必要な措置を講じ，後世に引き継ぐ。
★国指定重要文化財「大橋家住宅」屋根塀の保存修理，「旧野﨑家住宅」耐震診断等
事業にかかる費用の一部を助成した。
■継続して実施する。

3,166

埋蔵文化財保護
事業

●文化財保護法の趣旨に則り，開発行為から埋蔵文化財を適切に保護することを目的に
実施した。
★埋蔵文化財包蔵地内での開発行為の内容に応じて，全面発掘調査2件，確認調査を
6件，立会調査を54件実施した。
■法定業務として遺漏なく実施する。

1,034

埋蔵文化財調査
事業

●市内の貴重な遺跡について，正確な範囲等を調査し，文化財の適切な保護及び活用
を図ることを目的に実施した。
★縄文時代の貝塚として全国的に著名な中津貝塚（玉島黒崎）の確認調査及び歴史的
価値の高い内出1号墳（真備町下二万）の測量調査を実施した。中津貝塚については，
調査成果として，『中津貝塚』「倉敷埋蔵文化財発掘調査報告第18集」を刊行した。
■継続して実施する。

1,742

施策⑫－２　文化財に親しむ機会の充実

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

創文化財保護事業

●文化財や史跡の保存，活用を図り，後世に引き継ぐ。
★文化財・史跡公園等の環境整備・維持管理を行い，適切な保存と利用しやすい環境を
維持することができた。文化財保護審議会，伝統的建造物群等保存審議会を開催し，文
化財の保護に努めた。また，各種講座等に講師として職員を派遣し，文化財の保護意識
の醸成に寄与した。
■継続して実施する。

16,344

歴史民俗資料館
管理運営事業

●収集した郷土の歴史民俗資料を保存・展示し，市民の教養の向上，調査研究等に資
する。
★歴史民俗資料館（倉敷，福田）において，収集した郷土の歴史民俗資料を保存・展示
した。施設の管理運営については指定管理者制度により行っている。
■継続して実施する。

2,763
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課　　題

●国指定重要文化財井上家住宅について，令和４年度に予定される一般公開に向け，管理・運営のあり方や
公開内容について検討する必要がある。
●指定・未指定を問わず，地域に根差した貴重な文化財について，市民が関心を持ち，より身近に感じるよう，
積極的に情報発信していくことが必要である。
●「倉敷市歴史文化保存活用計画」に基づき，多種多様な文化財を周辺環境と一体的に保存・活用していく
必要がある。
●文化財保護法に基づく届出件数は，令和元年から増加傾向にある。それに伴い，確認調査や立会調査の件
数も増加しており，埋蔵文化財を適切に保護しながら各事業に取り組む必要がある。

今後の取組方針

●国指定重要文化財井上家住宅の一般公開に向け，所有者や地元協力者，有識者と協議・意見交換を行い
ながら，運営組織，展示内容などについて，計画的に準備を進めていく。
●日本遺産の取組とも連携を図りながら，「倉敷市歴史文化保存活用計画」に基づいた取組を市内全域におい
て計画的に実施する。
●指定文化財をはじめとする貴重な文化財の保存修理や史跡等の環境整備など，文化財の保存と活用，継
承に取り組む。
●現在の人員の中で埋蔵文化財の調査体制を整え，効率化を図る。教育普及事業についても，講座やイベン
トなどを工夫して利用者数を確保する。また，インターンシップなどの受け入れも可能な限り行う。

学識経験者の意見

●国指定重要文化財井上家住宅保存修理事業について，令和４年の公開に向けて着々と工事が進捗してい
ることを評価する。主屋に関しては室内を設える作業に入り，防災設備や管理施設の工事も進んでいる。
●指定文化財保存事業について，指定のものに関して保存修理など必要な業務を実施している。
●埋蔵文化財保護事業について，開発行為に伴う発掘調査等，法定業務として遺漏なく実施している。
●埋蔵文化財調査事業について，市内の貴重な遺跡について文化財的価値を検討しながら調査等を適切に
実施している。
●文化財保護事業について，現代の文化財行政に求められる文化財の保存と文化財の活用の双方に取り組
んでいることを評価する。市内外の機関に講師として職員を派遣していることも評価する。
●歴史民俗資料館管理運営事業について，庶民生活の中で生活用具等として使用されてきた文化財に対し，
民俗資料という視点から研究・展示を行い，市民の関心や理解に役立てている。
●埋蔵文化財教育普及事業について，主催講座では子どもも埋蔵文化財に親しめるように製作等を取り入れ
た企画に取り組んでいる。出前講座では市内外の様々な機関に講師派遣を行っている。またコロナ禍において
対策を工夫しながらインターンシップを受け入れたことを評価する。

埋蔵文化財教育
普及事業

●埋蔵文化財に関する学習活動を支援し，郷土愛と地域の誇りを育むとともに，埋蔵文
化財行政に対する理解を得ることを目的に実施した。
★埋蔵文化財や歴史に関する講座の開催，インターンシップ受入れ，講師派遣など延べ
13回実施し，合計816人の参加があった。講座等を含め，埋蔵文化財センターの総利用
者数は5,120人であった。
■事業の企画を工夫しながら継続して実施する。

168

基本施策⑫の「課題」「今後の取組方針」「学識経験者の意見」
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魅力的で，風格ある景観の形成を推進する

文化財保護課

所
属

文
化
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保
護
課

文
化
財
保
護
課

創
伝統的建造物群
保存事業

●伝統的建造物群保存地区の歴史的景観を保存する。
★伝統的建造物群保存地区において，6件の建物外観の修理に対し補助金を交
付した。
■継続して実施する。

33,871

創
伝統美観地区修
景事業

●伝統的建造物群保存地区に隣接する伝統美観保存地区の歴史的景観を保
存する。
★伝統美観保存地区において，1件の建物外観の修景に対し補助金を交付し
た。
■継続して実施する。

4,000

施策を推進する主な事業の評価

施策⑬－１　伝統的建造物群保存地区の景観保全

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

数値目標

倉敷市教育振興基本計画
評価指標（総合計画　指標）

目指す
方向性

算出方法

歴史的な景観が保全されていると感じている人の
割合

市民アンケート調査で「市内では，歴史的な景観が保全されてい
ると感じていますか。」という設問に対して，『感じている』と回答し
た人の割合。（R2総回答者数＝859）

基本施策⑬

担当部署

施策に対する考え方

　先人たちの努力によって守られてきた建造物や町並みなどの歴史的文化的景観を保全し，未来に受け継
いでいくことは，現代を生きる私たちにとって重要な責務です。
　景観づくりに関する市民や事業者の意識の向上を図るとともに，市民団体の育成やその活動を支援し，風
格のある景観の形成を推進します。
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●伝統的建造物群保存事業について，地区内における建物外観の修理に対して補助金を交付し，歴史
的景観の保存に努めている。
●伝統的美観地区修景事業について，地区内における建物外観の修景に対して補助金を交付し，「伝
統的建造物群保存地区」を守る役割である「伝統的美観保存地区」の歴史的景観の保存に努めている。
●町並み保存事業について，下津井および玉島の保存地区内で建物外観の修理修景に対して補助金
を交付している。整備計画と補助金交付要綱が定められているが，前記の２事業に比べて制度上どうして
も規制が弱い。両地区とも毎年のように歴史的由緒を有する古民家が惜しまれつつ取り壊され，ここ数年
の間にも景観は変わってきている。老朽建築も多く，いよいよ時間との戦いになってきている。

基本施策⑬の「課題」「今後の取組み方針」「学識経験者の意見」

課　　題

●伝統的建造物群保存地区及び伝統美観保存地区について，建物の修理，修景に対して補助金を交
付している。この保存事業は昭和５４年から実施しており，保存地区内の建物の老朽化，生活様式の変
化に伴う改修などにより申請件数は近年増加傾向にある。今後も事業を継続し，歴史的な景観を保存し
ていく必要がある。
●下津井・玉島の町並み保存地区については，現状変更行為許可申請などの規制がないため，歴史的
な景観の保存には所有者の理解を得ることが必要である。

今後の取組み方針

●伝統的建造物群保存地区及び伝統美観保存地区の建造物等について，住民の理解と協力を得なが
ら適切な修理修景を行うとともに様々な措置を施し，優れた歴史的景観を保全し後世に受け継いでいく。
●下津井・玉島の町並み保存地区について，修理修景の補助制度の周知を行うとともに地域住民への
啓発活動を通じて関心を高め，歴史的景観を保全し後世に受け継いでいく。

学識経験者の意見

施策⑬－２　地区の特性を活かした歴史的景観の維持向上

区
分 事業名 ●目的／★令和2年度の主な実績／■今後の方向性

決算額
(千円）

創 町並み保存事業

●県の町並み保存地区である下津井・玉島地区の町並みを保存する。
★下津井町並み保存地区で2件，玉島町並み保存地区で1件の建物外観の修
理修景に対し補助金を交付した。
■継続して実施する。

9,365
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教育総務費 5,388,699 1,064,219 24.6%

小学校費 4,178,685 ▲ 936,314 -18.3%

中学校費 1,746,400 24,564 1.4%

高等学校費 254,168 8,260 3.4%

特別支援学校費 159,975 59,587 59.4%

幼稚園費 1,665,185 425,778 34.4%

生涯学習費 2,200,708 ▲ 76,419 -3.4%

学校保健費 2,270,955 461,743 25.5%

合計 17,864,775 1,031,418 6.1%

項 金額（千円）
対前年度比較増減

（千円）
対前年度
伸び率

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

教育総務費 4,048,284 3,963,004 3,558,145 4,324,480 5,388,699

小学校費 4,139,031 2,039,304 2,170,355 5,114,999 4,178,685

中学校費 1,837,368 2,624,787 2,529,916 1,721,836 1,746,400

高等学校費 215,498 220,560 225,137 245,908 254,168

特別支援学校費 456,039 850,607 619,907 100,388 159,975

幼稚園費 1,719,218 1,739,251 1,410,936 1,239,407 1,665,185

生涯学習費 2,162,622 2,181,402 2,586,766 2,277,127 2,200,708

学校保健費 1,537,827 2,420,500 4,098,472 1,809,212 2,270,955

合計 16,115,887 16,039,415 17,199,634 16,833,357 17,864,775

３ 教育費決算額 

 

⑴ 令和２年度教育費決算額内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 教育費決算額の推移 

 

 

 

単位（千円） 


